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    はじめに

    　与えられた主題は「日本の住様式は今後どのような方

    向に向かうべきか」である。この主題に対して建築家が

    答えたことが，かつて過去に二度あった。一度目は明治

    後期から大正期にかけてであり，二度目は第二次世界大

    戦後である。

    　今また問われているが，答えを出す自信がないため，

    答えが出された時代はどのような時代であり，何が契機

    であったかを，またその答えが現時点から見て，当時と

    して正解であったかどうか問うてみることが，多少なり

    とも今後に向けて有効であろう。

    　一方現在，我が国の住宅の平面構成は多様化しており，

    いずれの住宅様式が主流かを定めることは不可能とされ

    ている。しかし都市独立住宅に関する限り，いずれの平

    面構成もその基本的原形は，明治後期から大正期に形作

    られたものである。従ってその生成過程の要因を探り，

    さらに変化発展する様態を明らかにすることが，現在の

    平面構成の問題点をより深く認識することになるであろ

    う。

    　これから以後扱う住宅は，主として都市の中流住宅で

    ある。明治中期以降，中流住宅という言葉は盛んに使わ

    れているが，今まで明確に定義されたものはない。従釆

    通り，中流階層の独立専用住居という獏とした定義にて

    考察を進めたい。

    　ところで明治後期から昭和初期にかけての史的発展に

    ついては，既に木村徳国氏の優れた研究がある。住宅観＝

    生活思想を根拠にして平面形を理解，把握したもので，

    中廊下型住宅と居間中心型という二つの住宅様式の成立

    過程を，様式史的にとらえたものである。具体的な生活，

    行為面からの考察は殆どなく，計画史的視点は全く欠如

    しており，資料の解釈にも異なった解釈が出来るものが

    随所にみられることから，その見直しが必要である。

    　住宅は行為の連続即ち生活を対象化したものである。

    その平面構成はその中で行なわれる生活に対応してい

    る。その生活が対応しきれなくなった時，即ち行為遂行

    上の矛盾が意識された時，住要求として変革が求められ

    る注。ただ住宅の場合，高価であることから矛盾が意識さ

    れたとしても，直ちにそれが克服されるとは限らない。

    多くの場合，時間的経過の後に行なわれることが多い。

    従って理論的発展と具体的発展とを混同することなく，

    そのずれに注意を払う必要がある。

    　また，生活行為そのものはもとより，その矛盾がいか

    に意識されたかをとらえることは容易ではない。まして

    80年前の生活を的確にとらえることは猶更である。結果

    から類推する方法をとることも生じてくる。

    　明治後期から大正期にかけて，我が国の住宅は大きな

    変革をとげた。その流れは大きく三つの流れとしてとら

    える事が出来る。建築家が特に介在することなく，庶民

    自らが矛盾を克服し発展させた客間中心の平面型で，あ

    えて論づけすれば進化主義といえる。その最も典型的な

    平面構成は中廊下型である。一つは西洋住宅を範として

    絶対視した西洋住宅模倣で，1階に公室をとり，2階に

    寝室を設けた平面構成である。他の一つは，主として建

    築家により作り出された居間中心の平面型で，和洋折衷

    のものが多い。

    　伊東忠太氏は当時将来の様式についてではあるが，四

    つの主義を挙げておられる注。

    　(い)　折衷主義（東西の長所を折衷するの意）

    　(ろ)　欧化主義（優秀なる欧米の式に準ずるの意）

    注　詳しくは拙稿「建築計画8巻」丸善
    注　伊東忠太，「進化論」建築雑誌323号
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 資料1大阿直躬「江戸時代の中下級
 　　　武土住居と近代都市住居」

 　△式臼
 1－1図　中下級武家住宅の平面例

 　(は)　独創主義（古今の様式を参酌して新式を創建する

 　　　の意）

 　(に)　進化主義（旧日本式を進化発達せしむるの意）

 　残念ながら，住宅の平面構成の発展史においては，独

 創主義といえる程の体系だったものはなく，他の三主義

 に相当する流れであった。

 　この三類型は，同時に生れたものではなく，後に見る

 ように，将に三段論法的に形づくられたものである。た

 だジン・テーゼともいうべき居間中心型が，当時として

 も論理はともかく，平面構成として最も正しかったかど

 うかは甚だ疑問である。その証拠に他の二類型も消えう

 せることなく，現在も三類型が生き続けている。

 1．中廊下型住宅の生成

 　明治期の都市中流住宅の源流は武家住宅といえよう。

 明治期の先学の著述の中にも度々述べられており，また

 当時の中流階層は中・下層武士出身者が多かったことか

 らである。明治以前の住宅の平面を構成する原理は，武

 家住宅に限らず農村住宅においても，接客領域と家族生

 活領域とを画然と区分することであった。接客領域は玄

 関より入り，時には玄関の間を通って次の間，座敷へと

 連なる領域である。家族生活領域は，家族の食事やだん

 らんの場である茶の間を核として居間・寝室・台所を含

 む領域である。

 　行為は，それぞれの領域内で完結し，他の領域は互い

 に侵さない構成を原則とした。1－1図，1－2図でみ

 るように，便所も客用と家族用と2個設け，他の領域を

 侵すことなく使用可能であった。しかも接客重視の観念

 から，接客領域が家族生活領域より優先し，主として南

 面した最も条件のよい処にとられ，結果的に家族生活領

 域は，自然的条件の悪い場処に位置していた。

 　この重視された接客領域は，多くの場合次の間と座敷

 との続き間座敷としてとられ，その次の間は格式作法上

 において，次のような明確な機能を持っていた。

 　①来客を座敷へ導く際の機能－来客が上輩の場合

 　は，主人は次の間にひざまづいて来客を座敷に招き入

 　れる。同輩の場合は，来客と主人とが次の間で互いに

 　ひざまづいて一礼した後，来客を座敷に招き入れる。

 △

 1－2図　盛岡市（明治19年）

 　さらに下輩の場合は，主人は座敷に坐ったまま，来客

 　が次の間でひざまづいて一礼するのを待ち，その後，

 　座敷に招き入れる。

 　②控の間としての機能　　来客が下輩あるいは同輩の

 　場合，次の間に来客を待たせ，しばらくして主人が現

 　われることがある。

 　③対面時の機能　　座敷に上輩の者が坐り，次の間に

 　下輩の者が坐り，そのままの位置で会話が行われるこ

 　とがある（上輩者の許可がある場合のみ，下輩の者は

 　座敷に入る）。

 　以上のように，次の間は格式的な接客作法上では明確

 な機能を持ち，座敷の前室として接客作法の格式性を示

 す重要な空間であった。従って客は必ず次の間を経由す

 るように玄関・多くの場合夕タミ敷の玄関の間は次の間

 に直結していた。

 　従来，中流住宅の問題が発生するのは，明治30年頃よ

 りとするのが常であるが，それより蓬か以前に問題は意

 識され住宅は動き出していた。当然のことながら，西洋

 に全ての模範を求めた維新直後からである。政府は宗教

 行政機関として新設した教部省を通して，全国的に文明

 開化の国民教化運動を展開した。明治4年に布告した「三

 条の教則」これを具体化した11項目の説教演題は，宗教

 的色彩の濃いものであったが，次第に文明開化に関する

 内容が多くなり，住宅に関する内容も含まれるようにな

 った。これらの内容は講義が行なわれるとともに，その講

 義をもとにした各種の本やパンフレットも作成され，出

 版された。これらはこの運動が中止された明治8年以降

 にも出版され，明治13年頃まで及んだという注。その中の

 一冊である明治6年9月出版の加藤裕一著『文明開化』

 は，住宅に関する内容が割合に多く「居宅は堅固に造る

 べき道理並家相家の信ずべからず論」と題して述べられ

 ている。まず，前代の家作制令も解かれたので，住宅を

 「其分限だけの善美を尽くして立派に建る」べきことが

 主張されている、．

 　「居宅は，日本にも大廈高楼もあれど，農工商の住居

 　は甚だ見苦しうて外国へ対して恥しい事でムる。農

 　工商といえども夫々の分限があって，其分限だけの

 注　井上　清，「明治維新」『日本の歴史』第20巻
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 　善美を尽して立派に建てるは，差支えないことでム

 　るが，夫も以前はむつかしい規則があって……」

 　しかし，その理由は農工商民の生活向上を図るためで

 はなく，国家的立場から外国へ対して恥ずかしいからで

 あった。このように西洋住宅との対比での主張であるか

 ら，これ以後，西洋住宅の種々の模倣論が出て来る。一

 つは椅子式生活の採用が主張されている、

 　「建かたも外国風がよろしうムる，其訳は，是もって

 　西洋を真似るのではない，やはり日本の昔に立戻る

 　のじゃ，昔は今の様な住居でない，其証拠は，禁裡

 　の御殿むきは，石だたみや板畳で，皆沓のままで上

 　られる様になっている，則昔の風が残って居たのじ

 　ゃ，たまたま板畳の上へ，常には畳を敷て置処が有

 　ても，御礼式の時には，皆畳は取除いてしまふて，

 　やはり椅子を用いる事じゃ，今の畳といふものは，

 　今の円座と同じ様なもので，ちょっと敷いて其上に

 　あぐらをかいて居たリ，寝たりしたものじゃ，」

 　わざわざ西洋を真似るのではなく，我が国古来の生活

 様式に復帰するのだとこじつけているのは，当時の情勢

 を反映している。さらに畳すなわち坐式生活を批判して

 いる。

 　「一体畳といふものは，昔のやうに，人を見かけて敷

 　くやうならよいが，今の様に常に敷つめて置ては，

 　其上を踏歩行，其の踏歩いた所へ，食ものの膳をす

 　えたり，椀を置いたりなどする，其むさくるしい事

 　で，夫のみならず，菓などは，畳へ直にも置き，こ

 　ぽれたものは拾ふても食ふ，踏み歩行たり寝たりす

 　る処へ落ちたものを，拾ふなどといふ事は，外国の

 　人に見られては，誠に恥ずかしい事で，早く改めて，

 　椅子寝台食器台をすえたいものでムる，」

 　他の一つは間接的な接客空間批判である。床の間の発

 生・機能についての独特な解釈論に続けて

 　「一体床の間はいらぬ事で，もし上段の間のつもりな

 　らば，今少し広くして，客の上られる様にするがよ

 　し，若寝床の間なら，客に対しても失礼故，取除け

 　るがよろしい，掛けもの花は，客の慰み馳走にもな

 　る事故，其座敷のうちへ何辺へなと，便利な所へ置

 　くがよろしい，畳は取除けて腰掛けにするが便利じ

 　や，」

 　極めて乱暴な床の間廃止論を述べている。また，

 　「家作やなぞも身分相応に立派になされ，夫も紫檀の

 　柱じゃ，花りんの重木じゃ，利休が茶席の床板じゃ，

 　芭蕉が庵室の縁板じゃなどなど，わけのわからぬも

 　のに大金を出すのは，そりゃ好事癖といふもので，　、‘

 　なんの役にもたたぬ事じゃ，」

 　接客空間を重視する接客本位に対する批判とうけとれ

 る。さらに「外国人の館舎」を模範にして，「客座敷の鼻

 の先」に設けた便所の位置を批判し，また，地相や家相

 に頼ることなく，住宅の計画を衛生上の観点から，合理

 的に注意し判断すべきことが強調されている。また，明

 治7年発刊の小川為治著『開化問答』では，在来住宅の

 欠陥として，防災上の観点とともに，「養生の法」すなわ

 ち衛生上の観点から指摘している。

 　これらの国民教化運動の出版物ほどは，影響力がなか

 ったと思われるが，明治5年5月に『西洋家作雛形』と

 いう翻訳書が出版されている。英国における煉瓦造住宅

 の建築法を述べたもので，7種類の住宅が掲載され，英

 国住宅の当時の計画内容を知ることが出来る。世帯人員

 数に対応した居住室構成で，「住居部屋」と「寝部屋」の

 2室構成を最低として，順次「寝部屋」を増加させ接客

 室はとっていない。即ち，公私分離もしくは食寝分離を

 基本として，これに就寝分解を重ねるやり方である（1

 －3図）。

 　兎も角この時代は，福沢諭吉が「衣食住の細事に至る

 までも，悉皆西洋の風を慕ふて之に倣はんとせざるもの

 なし」（『学問のすすめ』）と嘆いているように，西洋住宅

 に啓発され，西洋住宅を模範として，大邸宅には，大な

 り小なりに西洋風が取入れられ，庶民の間には，住宅改

 良への芽ばえが生まれたといえよう。

 　国民教化運動が成人を対象としたものであったのに対

 し，児童を対象とした教化が小学校教育で行なわれた。

 高等科の教科目に「家事経済」があり，明治10年代には

 家事教科書が次々と出版され，一つの翻訳書を出発点に

 して，その内容は我が国の実情に合ったものに発展して
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 いった。原形は明治7年に文部省が出版した家事経済用

 の翻訳教科書『家事倹約訓』である。その中の「一、房

 屋ヲ選ビ之二器什ヲ供スルノ方」の項に「房屋ハ必ズ南

 向シテ太陽和温ノ元気ヲ十分二受ルヲ佳トス」と通風，

 採暖，採光の点から，南面した住宅を選定すべきことが

 説かれている。

 　これが後々まで継承され発展してゆくのである。

 　明治14年に出版された青木輔清編『家事経済訓』では，

 「家屋居室等ハ南向ニシテ太陽温和ノ気ヲ十分二受ルヲ

 要ス」と居室の南面化が説かれるようになり，明治15年

 出版の藤田久道編『家事経済論』では「居室、寝室ハ南

 向ニシテ太陽ノ温暖ヲ受クルヲ要ス」と居室，寝室とい

 う家族居住室の南面化だけでなく，「……浴室，庖厨ハ南

 向ニシテ，井戸或ハ水二近キ所二設クベシ」と浴室，台

 所までも南面化が主張され家族生活空間を重視する考え

 方が示されている。

 　さらに明治16年出版の日下部三之助編『家事経済訓蒙』

 では，まず間取りの重要性が説かれている。

 　「凡そ室内の間取りは，其巧みなると。拙きとにより

 　て。健康に関すること多く。殊に家事の取つ回しに

 　至リては。其便なるも。否ざるも。皆之に由ること

 　なつ。されば間取りは。建築上に於て。最も注意す

 　べきことなり。」

 　「健康」という衛生面とともに，「家事の取り廻し」と

 いう主婦や女中の日常家事労働を含む生活面から，その

 重要性をとりあげている点が注目される。

 　次に，必要諸室の種類や規模に関連して，平面計画の

 要点が説かれている。

 　「外勤の人は。其家屋左まで広きことを要せざれど

 　も。間取りの宜しきを計るべきは。一般の家に異な

 　らず。殊に客室と書斎とを有し。其間取りは。客室

 　の隣を書斎として可ならん。是談話中。種々の書類

 　の有用なることのあらば，其手近にならんことを便

 　とすればなり。」

 　第三項として諸室配置の仕方が説かれ，家族居住室の

 南面化が主張されている。

 　「居室及び寝室は。南方に設くるをよろしとす。前に

 　も言ひし如く。南方は温暖にして。健康を助くるこ

 　と多ければなり。庖厨も亦南方に設くるを要す。若

 　し然せずして。北方に向かふときは。雪の朝には凍

 　氷融くること運く。雨の多い夕に。湿気乾くことな

 　く。之に従事する者の困難なるは勿論。常に不潔に

 　陥り。易きものなればなり。然れども。虜によりて

 　は。南の方に設け難きこともならん。若し無るとき

 　は。東或は西の方に設くるも尚北方に優れり。又，

 　庖厨は。常に其地に多く吹く所の風の方位をも避け

 　ざるをべからず。之動もすれば失火の恐れあればな

 　　り。浴室の如きは殊に然りとす。」

 　本書では浴室，台所の南面化を明確な理由をあげて主

 張している。ただ，台所の南面化を絶対視してはいない。

 　以上見てきたように，明治10年代には衛生上の観点に

 加えて，生活上の観点からも平面計画の重要性が提示さ

 れ，居住室の南面化が主張されているように，家族生活

 を重視する空気が次第に醸成されていた。

 　詳しい内容は不明であるが，保岡勝也氏は「今後の都

 市住宅」注の中で次のように述べている。

 　「今日の住家は明治西南の役までの住家と比べまし

 　たらば，余ほど変化して居ります。変化しない様で

 　ありながら，漸次に大に変って来ております。」

 　家族生活のための居住室を南面化するにあたって，最

 も簡単な方法は次の間を使用することであった。特に規

 模の小さい住宅では，南面化している居室は続き間のみ

 であり，しかも従前の台所，茶の間に最も近く，格式性

 の弱い次の間が家族生活の拡張にあてられた。これは当

 時，従来の格式的な接客作法が次第に簡略化され，先に

 みたような格式上絶対必要であった次の間の機能が，薄

 れてきたことも併せて要因となった。

 　「然し今日は既に時代が変って，住宅に儀式は漸く必

 　要がなくなりました。以前は祝儀不祝儀に家庭で饗

 　宴を開いたので，武士などは表向きに料理屋へ出入

 　りすることは禁ぜられてあった。処が今日ではお客

 　は料理屋に招待されますし，その他儀式的の出入も

 　稀に有るに過ぎませんから，住宅を儀式のためより

 　も主として家族の住むのに便利なやうに建てねばな

 　りません。即ちこれからの住宅は儀式本位を去って

 　家族本位にならねばならぬのであります。」注

 　しかし，従前の平面構成では，来客の訪問を受けた時，

 にわかにその場のしつらえを始末せねばならず，常に緊

 張した状態を強いられる。また，来客に対しても，しつ

 らえを始末している間待たすことになり，次の文のよう

 に来客中は家族が使用することが出来ない。

 　「當地の家は一誰に客間を主とした建方ですが，小さ

 　な貸屋までさうなってゐるのには困ります。子供の

 　小さい頃に日當りのよいのが何よりも嬉しくて，か

 　なり長く私共の住みました家などもわづか五間です

 　のに，客間へは玄関から六畳と五畳の二間を通って

 　入るやうになってゐましたから，中の二間は昼も夜

 　も来客の用意から仕事など出すことも出来ず，残る

 　一間は西日のさす狭い室でしたが，来客中は家内中

 　そこに入り込むより仕方ないので，夏の夜などどん

 　なに苦しい目にあったか知れません。」（『婦人の友』

 　大正8年）

 注I建築雑誌，大正8年（390巻）
 注　伊東忠太（工学博士），「中流の住宅は如何に設計すべきか」
 　一雑誌『婦人の友』大正5年8月号
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▽

　　1－4図　国鉄福島（明治21年）　　　　　1－5図

　こうして，従前の続き間座敷の配置構成は，その不合

理性が意識され，その矛盾を克服するべく変化していっ

た。しかし，旧習慣は簡単に捨て切れるものではない。

旧習慣にも対応でき且つ新しい生活も可能な方法が先づ

考えられ，1－4図でみるように玄関を座敷と次の間の

両方に入れる位置に設ける両入り型が形成された。これ

は次の間の質的変化であり，画然とした領域区分から融

合した領域区分へと，その構成原理は変化したといえる。

換言すれば，家族生活の拡大を図るために続き間座敷構

成を質的に変化させたのである。一旦次の間が家族生活

に使われて来ると，次の間を経由する格式的な接客作法

は次第に薄れ，過渡的段階として平面型としては両入り

型でありながら，出入り戸は座敷側のみで機能上は次の

段階の平面型が作られている（1－5図）。この平面型を

機能上，構造上整理したものが玄関の間から直接座敷へ入

る座敷直入型である（1－6図）。

　日常的には客は玄関から直接座敷へ招き入れて使用

し，次の間は家族生活用として安定的な使い方が可能と

なった。しかも非日常的な多人数接客の際には，襖をと

ることによって次の間を流用し，座敷と続き間にするこ

とによって広い空間を確保することが可能であった。当

時流用であっても，多人数接客のための続き間座敷への

要求は強く，この要求にも答えることが出来た注。この平

面型は従来の生活・習慣を大きく崩すことなく，家族生

活と接客に対しほどほどに満足することが出来ることか

ら，以後長期間に渉って都市住宅の典型となった。特に

■台所

玄関

浴室

o 床

口

国鉄福島（明治23年）

▽

6■ 4●半
2■ 2■

浴竈 8■ o●
昧■

▽

1－7図　鉄道部官舎（台南縣新當市）

1－6図　国鉄福島（明治30年）

小規模の住宅ではコンパクトにまとめ易く，二戸建，連

続建の場合にもしばしば使われている。1－7図は昭和

10年代に台湾に建てられた例である。

　これらの平面型は北入りであるが，南入りの場合，座

敷の南面に玄関をとる座敷直入り型は，南面に庭がとり

難く座敷も暗くなることから問題があった。1－8図は

夏目漱石の「門」の文章から拾って描いた平面図である

が，作中に庭は東側に設けられており，座敷は

　「茶の間の襖を開けると，すぐ座敷である。南が玄関

　で塞がれているので，突き当たりの障子が，日向か

　ら急に這入って来た眸には，うそ寒く映った。」「今

　まで陰気な室にいた所為カ㍉通へ来ると急にからり

　と気が晴れた。」

といっている。

　この矛盾を解決する方法として、1－2図の次の間と

座敷との間に玄関の間をとり，1－9図のように座敷直

入り型が生まれたと考えられる。

　従来，中廊下型は北入り（東西入りは原理的には北入

りと同じ）で中廊下が東西軸の平面型のみしか研究対象

として扱われていなかった。現実には南入りの住宅で中

廊下が南北のものが古くから数多く建設されており，現

在でもプレハブメー力一の住宅にはこの系統を引く住宅

が沢山建てられている。
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1－8図　夏目漱石「門」復元平面図
九州大学S57卒業論文より

詳しくは新住宅普及会「住宅建築研究所報1983．1984」の拙稿 1－9図　盛岡市（明治37年）
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　両型の中廊下型平面の形成過程については，詳しく「住

宅建築研究所報1983．1984」に報告ずみのため，要点の

みを記す。

　両型とも中廊下型の発生は，家族生活重視が更に進み，

来客及び女中注から生活が侵されないように，個々の矛

盾を解決した結果到達した平面型である。その矛盾の一

つは便所及び浴室への動線であり，とりわけ使用回数が

多いことから便所への動線が問題であった。両型とも1

－6図，1－9図の段階では便所が住宅内に一箇所の場

合，多くは座敷系領域，即ち床の間裏に設けられていた。

　家族は座敷前の縁側を通って便所に行くことになり，

来客時には便所使用を遠慮せねばならないという不便が

あった。この矛盾を，家族生活重視の考え方から，便所

を北入リでは次の間側に，南入りでは家族生活空間近く

に移動することによって解消した（Step1）（1－1O図，

1－1図）。

　しかし，この解決は逆に客が家族生活領域を侵すこと

になり，矛盾を含んだ解決であった。特に，南入りでは

家族生活空間の通り抜けが起こり，新たな矛盾が起こっ

た。女中の台所から便所への動線，女中室の位置によっ

ては夜間の便所使用動線も問題であった。この便所動線

とともに，泊まり客の浴室への動線も一挙に解決したの

が，タテ中廊下の発生であった（Step2）。しかし女中の

取り次ぎやサービスのための動線間題がまだ未解決であ

った。家族生活空間である茶の間は，女中が台所から取

り次ぎのために玄関へ，サービスのために座敷へ至る場

合，常に通り抜けが起こっていた。家族が少ない昼間は

さほど問題にならないとしても，夕食前後のだんらん時

には問題となった。北入りでは，この女中の茶の間通り

抜けを解決するためにヨコ中廊下が発生した。このヨコ

中廊下は，当初畳廊下であったが，その後は板張廊下と

してとられ，コの字型回り廊下が形成された（北入り

Step3）。

　次に，改良便所等設備の発達，上水道の普及によリ，

配管を短くするため水関係の諸室を集め，また廊下面積

を減らすために，便所・浴室・台所を北面に配置すると

ともに，居住性の低下した茶の間の南面化を実現する平

面型すなわち中廊下型平面が，試行錯誤の上完成した（北

入りStep4，南入りStep3）。

　以上のように，建築家の力を借りることなく，庶民自

らが家族生活を重視しながら矛盾を一歩一歩解決して到

達した平面型が，中廊下型であった。明治後期に行なわれ

た様式論争での諸見解に引き比べてみると，進化論の見

本のようなものであった。

　従って，改良住宅とはいえ，多くの問題を残したまま

の平面型であった。まず，家族本位とはいえ，客を意識

した玄関及びタタミ敷の玄関の間を設け，続き間座敷を

最もよい位置に取ることには変わりなかった。客間中心

の平面型といえる。北向に座敷を設けるという提案に対

しても次のような反論が支配的であった。

　「客座敷は南或は東向を可とするのである、然るに近

　來客座敷を北向きにするを可とすと云ふものがあ

　る，其の理由を聴くと來客など，長居するものでな

　い，又寒さを防ぐには手あぷりを出せばよい，と云

　ふのであるが，之れは大なる誤である，昔より北は

　陰にして，陰氣なるところに客を通すときは，客を

ε本型座9日入り型S個，1便所の移OSπP2タテ中竈下の発生

▽ ユ 、▽

合 茶 玄 合 茶 玄 台 茶 玄

浴灰 座
浴 次 座 次 座

床 床
浴 便　倶 口

SπP3ヨコ申藺下の発生 S冗P4中竈下型平面の完成
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1－10図

台　　　茶

硲
玄

次　　座　　　床

　　　　▽

俗　　　　口
　　　　玄

茶
次　　座

北入りヨコ中廊下型平面構成の形成段階モデル図

△ △

1－11図

△ △

南入ηタテ中廊下型平面構成の形成段階モデル図
△

注　当時，中流住宅の多くは女中を置いていた。詳しくは拙稿「中

　流住宅の平面構成に関する研究」
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 　して不愉快の念を起さしめる許りでなく，甚だ失禮

 　になる分け譯である，故に南向きの好きところに通して

 　待遇せねばならぬ。」

 　しかも，家族本位もプライバシー確保も，客，女中に

 対してであり，家族個々人の人格を認めたものではなく，

 家父長制を厳然と維持した平面型であった。当時の平面

 図に書きこまれた室名をみても，夫婦の寝室は勿論，子

 供室をとったものも殆ど見あたらない。居室は，座敷，

 居間（次の間），茶の間，女中室である。

 　この平面型の住宅は，明治43・44年頃に建設された住

 宅の中に散見されるので，この頃に完成されたと推察さ

 れる。ところが，大正4年に行なわれた報知新聞懸賞設

 計の応募案では，北入りStep1からStep4までの各段

 階の平面型があり，Step4の中廊下型は数例のみで，圧

 倒的にStep1に属するものが多い。ただ，中に，中廊下

 の通風の悪さ，陰うつさを意識的に避けた，いわば中廊

 下型の発展型と思われるものがかなり見られる。従って，

 一般的にはまだ定型として常識化するまでには至ってい

 なかったと思われるが，翌年行なわれた「住宅改良会」

 主催の競技設計では，入選3案とも中廊下型住宅であっ

 た。しかも，その審査評に「改良せられたる住宅を求め

 んとした」にもかかわらず，「其の改良の点に於いて，何

 等卓越せる考案を有するもの殆ど皆無」とあり，少なく

 とも建築家の間では陳腐な平面型としてとらえられてい

 た。この一等案が当時の住意識の到達点を示す好材料で

 ある（3－2図参照）。当選者の所感として先ず，「毎号

 『住宅』誌上に掲載せらる設計図は，大半腰掛式に則り

 ありて，今日一般日本中流家庭には却って不便多からん

 と思惟」して，折衷案をとり，その間取りについては次

 のように述べている。

 　「……玄関は西洋間の広問の代用をなし，之に直接光

 　線を取り，客間は一隅に入り込みを作り主人の書斎

 　に供す。客なき時は，主人の居間として使用す。故

 　に最も好き位置を選び（中略）居間は家の中央にて

 　……」

 　家族本位を正面に押出してはいるが，客をどうさばく

 かに腐心されている。居間は床の間つきで何時でも座敷

 になる危険を秘めている。主人の居間（客間）が最もよ

 い位置に大きな空間としてとられているにもかかわら

 ず，設計条件に一家五人（夫婦，子供二人，女中）と子

 供2人がいることになっているが，子供室は全くとられ

 ていない。
 　この時期に定型化した中廊下型住宅の間題点を指摘

 し，更なる発展の方向を示唆したのは，様式論争での進

 化論の旗頭であった伊東忠太氏である。雑誌『婦人の友』

 大正5年8月号に掲載された，「中流住宅は如何に設計す

 べきか」という小論に明快に論じられている。先に述べ

 た内容と重複することが多いが引用文を混じえて見て行

 きたい注。

 　まず，「設備等に於て物質的改良」はされたが，大多数

 の住宅は，依然として「封建時代の遺風」を襲いでおリ，

 その平面計画観は，「儀式本位」であると述べている。

 　「現今の中流の住宅に就て云へば，間取りは儀式を本

 位にした昔時の武家の邸宅の型をとったもので，余

 　り便利でもない式台付の玄関を取ったり，住居の最

 　も上等の部分を客間に使ったり，家族の住む所はそ

 　の割に日当たりの悪い第二の場所に取り，子供など

 　は殆ど一定の部屋を与へられず，而も客間にでも来

 　て飛びはねて遊んでは叱られると云ふやうに，主と

 　してお客を迎接するに都合のよいやうに建ててあり

 　ます。」

 　次に，住宅での儀式も少なくなったから，平面計画観

 も儀式本位から家族本位に改めるべきだと主張され，「儀

 式本位」の住宅は「成金建築」で「何所までも便利を主

 とし」，間取りの工合から設備に工夫を凝らした家族本位

 の住宅が「真に良い建築」と説かれている。その「間取

 りの工合」すなわち平面構成のあり方については，次の

 ように述べられている。

 　「その結果は従釆客間に使った，日当りのよい展望の

 　よい主なる部分を家族の住ひに充て，子供部屋の如

 　きも，所謂第二の国民を健全にする意味から，成る

 　べく良い位置を選び，一家の生命の源たる大事な台

 　所を優遇して，光線や空気を十分入れ，且つ便利に

 　改良を加へ，湯殿や便所も一層注意を要することに

 　なります。この主義から云えば，客間は第二の位置

 　でよい訳で，殊に一寸した立話で済む応接間などは，

 　何も良い場所を選ぷの必要なく，一番悪い位置をこ

 　れに充てても我慢が出来ないこともありません。」

 　この文でまず注目すべきことは，客間や応接室などの

 接客空間を廃止するのではなく，それらの位置を変える

 ことを主張されていることである。後に見るように廃止

 論者が多かったなかで，進化論者らしい発言である。そ

 の「客間は，第二の位置でよい」とされ，応接室にいた

 っては「一番悪い位置」でもよいとされている。そうし

 て従来の南面した客間と入れかえて家族居住室を置くこ

 とが提案されている。さらに，子供部屋が「成るべく良

 い位置」と遠慮勝ながらとりあげられ，台所を優遇すべ

 きことも述べられている。定型化された中廊下型住宅の

 最も大きな問題点を指摘し，その改良策が示されている

 といえる。

 　次に，平面構成の原理が箇条書形式で述べられている。

 重要なものを挙げると次のようである。

 　　「二．出釆るなら工費を節約し，手数を省くために，

 　　　縁側や廊下を少なくすること。

 詳しくは後に新住宅普及会「住宅建築研究所報」に報告予定
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　三．但し室と室との連絡は何所までも容易でなけ

　　ればなりません。この連絡のためには，縁側や廊

　　下を適当に設けることも必要になって来ます。

　四．各室の秘密を保ち得ること。殊に着がへその他

　　のために，他から見透かされない隠れ場所が是非

　　必要です。

　五．各室共充分に光線がはいり，通風のよいことが

　　必要です。

　七．従来は各室共多くは襖障子で仕切り，幾間も通

　　して一つの大きな室として使へる様にしたもの

　　で，之は時に取って甚だ便利であるが，之に伴ふ

　　不便もあります。今後は今少し壁の領分を多く

　　し，建具の領分を少なくした方が，構造上丈夫で

　　あり，住ひにも便利であります。

　八．間取りの配置の原則としては，中流以上の住宅

　　であれば，各種の部分を大体区画することが必要

　　で少なくとも家族用の部分，客に使ふ部分及び台

　　所に関する三大部に分けて，これ等相互に入り交

　　らないやうに配置して，而もその部局内は勿論，

　　他の部分とも連絡を容易にする必要があります。

　　つまり間取りを有機的組織に配置して……」

　ここに挙げられた問題のなかで，通路空間の間題，プ

ライバシーの問題，通風・採光の問題，そして流用性の

限定の間題等は，中廊下型平面構成の特徴を示す問題で

ある。これらの問題のうち，注目すべきは，プライバシ

ーの問題である。「各室の秘密を保ち得」てしかも，「隠

れ場所」にもなる空問が必要とされている。中廊下型住

宅におけるプライバシーが，客や女中に対してのもので

あったのに比べ，一歩進んだ家族間のプライバシーが主

張されているともうけとれる。間取りの配置の原則は，

家族・来客・使用人という三者の生活領域を分離する考

え方であり，主体別領域区分の考え方である。これら三

者の生活領域を分離すると同時に連結するのが，中流住

宅では，中廊下となるとの想定のもとに書かれている。

　以上の論を具体的に平面形にしたものが，伊東氏自邸

である（1－12図）。上述論文を掲載した同誌に，一記者

により「伊東工学博士の新築住宅」と題して紹介されて

いることから，新築間もない住宅と思われる。三領域が

明確に区分され，中廊下が有効に活用されている。家族

生活空間及び台所・浴室を南面してとり，続き間座敷及

び応接室が北方にとられている。将に論旨通りであるが，

延80坪の大邸宅であり，敷地も広く，従って続き間は位

置そのものは北方であるが，東向きに配置が可能となっ

ている。また家族生活空間の居住条件をよくするために，

必然的に南北二本の廊下を延々と設けざるをえず，廊下

面積の比卒が非常に高く，「縁側や廊下を少なくするこ
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　　注：室名・室規模とも原図による。
　　資料1一記者「伊東工学博士の新築住宅」，雑誌『婦人之
　　　　　友』大正5年8月号。p．99．

1－12図　伊東忠太氏自邸の平面図（大正5年）
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 と」にはなっていない。氏の論の実現は大邸宅には可能

 であっても，中小の中流住宅では，具体的な平面形にす

 ることは容易ではなかった。遂に，氏の論は実ることな

 く，明治後期に形成された中廊下型住宅が定型化され現

 在にまで至っている。

 　以上の伊東氏の進化主義と全く同主旨の論文が，大正

 6年の建築雑誌に掲載されている。東大の卒業論文とし

 て，「我が国将来の住宅建築」と云う問題が課されたのに

 対する張　菅雄氏の答案である。近頃稀有の作として，伊

 東氏が紹介したものである。当時の進化主義の代表的な

 論といえる。進化主義の基本的考えは，

 　「我国将来の住宅建築は，我国民将来の生活様式によ

 　りて定まるに非ざるか。生活は根本として建築は枝葉

 　なり。…建築の根底たるべき生活の形式定まりて後，

 　吾人は初めて建築の様式に言及し得べき也。」

 　そうして，折衷主義については，折衷は手段であって

 目的ではなく従って主義ではないとし，「一度消化し一度

 己と同化せばこれ眞の意味に於ける折衷也」としている。

 　起居様式については，

 　「椅子式か坐式かこれ単なる建築家の問題に非ずし

 　て社界の問題なり，単に椅子は便利なり故に之に従

 　ふべしと云ひ，或は傅習の力は偉大なり，一朝にし

 　て之を廃し得べからずと言ふが如き，単なる理由の

 　下に解決し得べき間題には非ざる可し。」

 　　「坐るべきか腰掛く可きかそは今日吾人の断すべき

 　問題に非ず。唯時代の力のみ能く之を能くせん。公

 　共生活は個人趣味の存在を認めず。」

 　そうして，「社交の必要に逼られて，応接室食堂の如き

 に洋風を採用」しているが，二重生活を廻避する必要は

 ないとしている。

 　　「歓風に従はんかこれ國民的自殺なり。日本的に帰

 　らんかこれ又文明の逆轄なり。國民その帰趨に迷ふ

 　知らずや吾人の進むべき道は柄として明なるは唯二

 　重生活に吾人の趣味を求めよ，時代の力は能く之を

 　醇化せむ。」

 　従って，

 　「思ふに將來の我國住宅建築は依然として今日の状

 　態を継績すべし，人は己の為に生くべければ也。」

 　とし，

 　「時の移り星の代るに従ひて漸く之を吸収同化し

 　て，東西文明の粋を揮然として融和するに非ざるか，

 　吾之を信じて疑はず，其の期或は百年の後なるべく，

 　或は二百年の後ならむ，……」

 　「時代は知らず，坐式椅子式の渾然として鎔岩和せら

 　れん時吾人の理想的住宅は大成せるに庶幾乎」

 　そうして，当時の西洋直写に対して，激しい非難をあ

 びせている。

 　　「欧風の適用は我國民の趣味と一致せず，徒らに西

 　洋化を叫ぷは欧米文化の表面に酔ふる高襟紳士の言

 　のみ。」

 　その他に将来の住宅に対する希望として，漸次に醇化

 発達せしめるべき点を挙げている。要約すると，

 　1．主人妻子平等に自由と権利とを与えること。

 　1．他の方面に少しの不自由を忍んでも子供には充分

 　　厚くすること。

 　1．客よりは家族を重視すること。

 　1．書斎と客間の兼用以外は各室とも各の目的用途に

 　　すること。

 　1．各室が完全に秘密を保つ必要はないが，或る程度

 　　の秘密を保ちうるようにすること。隣室のささやき

 　　の襖越しの聞こえるのは堪えて，珍客の時の膳椀の

 　　ふれる音の聞こえるのは，客に礼を失する。

 　1．室の通り抜けをやめ，各室の連絡を便にすること。

 　各個の自由と権利をまず掲げており，大正デモクラシ

 ーの思想がうかがえるが，当時の急進的な洋風化に対し

 極めて穏健で進化主義の典型的な論といえる。

 2．酉洋直写住宅の移入

 　中流住宅の改良について，建築家が関心を持ち対応し

 て来るのは，明治30年頃からである。注目されるのは，

 殆ど同時期に発表された岡本装太郎氏の「和洋折衷住家

 地絵図に就いて」注と北田九一氏の「和洋折衷住家」注であ

 る。岡本氏によれば，当時既に泰西諸国の直写がよいと

 する論もあるが，風土気候が異なり，従って風俗習慣も

 違うので，「住居の間取りも国に依って異って居るのが当

 然」として，「相互の長を取って程宜いものを作ると云ふ」

 折衷論であった。そうして彼が推賞するのは，注文主自…

 身が造ったという間取りである。3案掲げられているが，

 応接・客間等の他，食堂・書斎を椅子式とし，家族生活

 空間は在来通りとし，「順次改正して行」こうとするもの

 であった（2－1図，2－2図）。

 　北田氏の案は，「旧体の日本家に一二の西洋室を，平易

 に加味せしむる手段」を取り，玄関横に靴ばきのまま入

 れる西洋式の応接室及び書斎をくっつけるものであっ

 た。そうして客間は，「従来の次の間の如き実用に少しく

 縁遠きものは，殊更に廃して」いる（2－3図，2－4

 図）。この方式の和洋折衷は，特に両氏の発案ではなく，

 ともに文中に述べられているように，「強ゆる所ではなく

 寧ろ或点に於ては，反対した位なのですけれども，実用

 上からの注文ですから其求めに応じた」（岡本氏）もので

 あり，「従来の官舎などの和洋折衷住宅」（北田氏）とし

 て存在していたと考えられる注。従って，両氏とも問題意

 識が薄く，北田氏の如きは，「（二十世紀の）新天地に於

 注　建築雑誌，明治30年，No，142
 注　建築雑誌，明治30年，No．144
 注　海軍の官舎と思考される
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ける中流住家は，実に和洋折衷住家ならざるべからず」

と自明の理とされ，在来の中流住宅の何処に間題があり

何処を改良すべきかは明確ではなく，僅かに続き間座敷

がなくなっただけで，在来住宅に西洋式の接客空間を更

に加味したものであった。従って，規模も大きく平均的

な中流住宅ではなかった注。

　しかし，この和洋折衷方式は，庶民が実用上から簡便

に作り出したものだけに根強く，以後の中流住宅の一典

型となった。そうして，椅子式接客空間として生まれた

この空間は，後に，種々の機能が付加され設置すること

が大流行となリ，少なくなる現在まで生き統けて来てい

る。この提案がなされた以後，住宅改良に対する建築家

の関心は，一段と高まったと思われる。

注　北田氏は，39坪でも中流住宅として「極小なるものと謂ふも
　敢而不可なかるべし」としている

2－2図
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　明治32年の建築雑誌投書欄注には，「家屋改良の方針を

査定するは即ち吾人の職務にして，我が建築学会は必ず

其責任を免るべからざるなり」とし，「我邦唯一の建築学

会は此際速にこの問題に就て充分の調査を遂げられ，速

にその成蹟を公示せられんこと吾人の衆人と共に切望し

て巳まざる所なり」と建築学会にその責を負わさしてい

る。しかし，性急に名案が生まれる筈はなかった。この

ような時，新進気鋭の三人の建築家の論が建築雑誌に紹

介されている。三人とも外国，特にアメリカの住宅との

比較によって，改良点が多すぎて数えきれぬほどあると

し，しかも的確にとらえている。

　このことについて滋賀重列氏は，「余は西洋の住家が其

文明の進歩に貢献する所頗多大なるを思ひ，翻て我国の

住家をみて益々其改善の急務を覚」えたことを述べ，矢

橋賢吉氏は，「先回渡米を致しました時に少しばかり向ふ

の事情を見て，内地の事情と比較して少し感じたことが

あります」と述べられている。欧米の住宅と比較してそ

の違いの顕著なものは，起居様式であることから，矢橋，

塚本靖両氏は，まずこの問題を掲げている。矢橋氏は，

健康・体格の発達・能率の点から，塚本氏は，二重生活

の不経済な点を強調して，椅子式にすべきであると論じ

られている。滋賀氏は，椅子式にすべきとは強調してい

ないが，その緒言に次の様に述べ，また後に椅子式にす

べしと明言していることからみて，椅子式志向といえる。

　「立たんと欲せば立つことにせよ，座せんと欲せば

　座することにせよ。将来は知らず我国目下の家屋の

　有様は敦れにも適するものならざる可からず。然れ

　ども足を折り曲げて体重を以て圧し付けるの習慣は

　人体の発育上無害のものとは言はれざる可く，畳の

　上に横臥して室内最も多くの炭酸瓦斯を含める下層

　の空気を呼吸するは衛生上無害の者とは言はれざる

注　「日本家屋改良談に就て」，T．A生，建築雑誌，第142号雑録
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　可し。」

　当時の建築家にとって住宅を改良するには，先ず椅子

式にすることであるというのが共通の認識であった。矢

橋氏の講演のあとの質疑応答で，関野貞会長も次のよう

な意見を述べている。

　「此の習慣（坐る）を改めなかったならば日本家屋

　の改良は，永久永劫出来ないと云ふことで実に感慨

　に堪えない次第であります。どうしても先づ日本建

　築の改良をするには，第一に此の習憤を打破しなけ

　ればならない。」

　次に滋賀氏・塚本氏からプライバシーの問題がとりあ

げられている。滋賀氏は，「障子襖の類は以て自他の区別

を明らかにするに足」りず，通り抜けを意に介せず，「其

自他の区別に重きを置かざることは居室配置の仕方」が

悪いことを指摘し，「盛に間仕切を用ふるの方針を取らさ

るべからず」と区域を判然とし，自他の居室の区別を明

らかにすべきことを述べている。また続けて，次の様に

機能分化を計るべきことを挙げている。

　「其用ひ方の如何に拘はらず一つの室を限て或る用

　に当て置かざれば常に衝突を来し不便を生ずること

　紗からず，若し応接の間を客間とし書斎を客室に用

　ふる等のことをすれば此三っの室は皆其特殊の用即

　ち書斎は書斎として客室は客室として応接の室は応

　接の室として用ふるには不適當のものとなるなり。」

　塚本氏は，木造の非耐火・非耐震の欠点の他に，重大

な問題として次のように述べている。

　「木材で持へた日本の従来のような家では，西洋で

　も日本でも住家に重要なる秘密即シークレシーと云

　ふものがない，一ツの部屋で話して居ることが隣の

　部屋へ筒抜けに聞える」

　その他，滋賀氏は，「古来より建築者にして余り気の付

かざる事柄」であるが，「近世住家建築の発達に関し，大

関係を有する事」として，主婦の家事労働を軽減すべき

ことを指摘している。しかも，「余は住家の研究に於ては，

此辺に最も重きを置かんと欲する」と強調され，「便利な

る住家」の著者ギブソンの口吻に倣って，主婦の二日間

の仕事を記述している。当時の主婦の生活を知る上で貴
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　重な記録である。これによると炊事，掃除，子供の世話

　以外では，朝から夜まで新衣の仕立て，着物の繕いなど

　針仕事を日々繰り返していたことが述べられている。漱

　石の「門」にも御米が裁縫をしている記述が度々出るこ

　とから，当時主婦の生活時間内に占める比重の大きかっ

　たことがうかがえる。

　　塚本氏は，配置が極めて幼稚で情けないと次のように

　述べている。

　　　「殊に上方辺の建築には，一つの室を通らねば他の

　　室へ這入られぬと云ふ様な配置が多い，これが甚だ

　　妙ならぬ配置である，少し注意した家ではこの悪い

　　配置を改良する為に畳廊下を設け縁側を設けてある

　　が，これが此欠点を救う唯一の方法であらふか何ふ

　　云ふものか，この点も改良問題となると思ふ」

　　ところが，西洋ではやはり昔は日本のようであったが，

　　　「既に十五世紀，封建制度の廃れる時分には，この

　　遣り方がホールと云ふ一つの室を備へて，それで以

　　て一つの部屋を通ツて他の部屋へ這入らないでも宜

　　いやうにしました，これは住家建築に於ける一大進

　　歩で，殊に進歩を始めましたのは英国である，斯ふ

　　云ふことを改良したのは四五百年も前のことであっ

　　た，日本では今日まだこの配置を取ツて居らぬ，何

　　のことはない西洋の四五百年前の配置を今遣ツて居

　　るのです」

　　在来住宅とともに「畳廊下を設け」云々とは，Step2

　の段階の中廊下住宅を批判したものとうけとれる。氏に

　は，この中廊下は4・500年前のものでホール型平面構
　成が最も発展した型式であった。この論に対して，当時

の大多数の建築家は，賛成であったと思われる。

　　以上の他，三氏は衛生・材料・構造・経済・盗難・美

　的側面など，多岐にわたって日本住宅の改良すべき欠点
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 を挙げている。

 　しかし，三氏とも日本住宅の欠点を指摘しただけで改

 良の方法，手段については明確ではなかった。次にあげ

 る関野貞氏の矢橋氏講演後の発言がよくこのことを物語

 っている。
 　「是迄の三氏の改良の御意見を見ますと大抵は日本

 　の家屋の欠点を挙げたものであつて斯う云ふ欠点が

 　ある、斯う云ふ不都合な点がある，是はどうしても

 　改めなければならぬと言つたきりで，それならどう

 　云う風に改良したら宜いかと云ふことに就ては目下

 　のところどうしたらよいか実に困るやうな有様であ

 　ります」

 　このように改良の方法は明確ではなかったが，程度の

 差はあるが模範はあくまで西洋の住宅であった。そうし

 て大工がつくる住宅，特に，この頃定型化しつつあった

 中廊下型住宅に対しては冷やかであった。塚本氏は，「従

 来有り来りの大工と云ふ者に新しい建築を遣れと云って

 もそれは迚も出来るものではない。此大工に依って建築

 を改良せんとするは，木に縁って魚を求むるが如きもの

 である」と述べている。

 　建築学会の中に住宅への関心が高まるとともに，建築

 雑誌にも，欧米の住宅の紹介が急激に増えている。明治

 37年から38年にかけて12回にわたって連載された保岡勝

 也氏「住家の室内装飾に就て」，大熊喜邦氏「現今の亜米

 利加住宅に就て」（明治38年），田辺淳吉氏「西濠州の住

 家」（明治41年)M.M生「英国風住宅各室の分類説明」

 　（明治42年）などが主なものである。

 　これらのうち，田辺氏は紹介をしながら次のような提

 案を行なっている。

 　　「早い話が大抵の人は洋服を着て歩く，食事も段々

 　と洋風を加味して来る，すれば住居も之に応じて来

 　なければならない訳で洋風の応接室を附けたり洋風

 　の寝室を建て増したり或は一式揃うた洋館を建てた

 　りすることが，段々と増加して来たが之等は甚だ片

 　輪な遣り方で一般の傾向としては遠からず之れに満

 　足し兼ぬる声を聞くであろうと思ふ否現今も其声を

 　聞かぬではないのである，然らば如何にせば可なる

 　であろうか，純洋式を当て嵌むるも差し支へ無いの

 　であるが広く其要求に応ずるには費用と云ふことも

 　風土と云ふことも考へなければならず又差し当り間

 　に合ふと云うことも謀らねばならず夫れには此濠州

 　住家のアイデアは採つて試に漸を以て進んだなら面

 　白くはなかろうかと云ふ好奇心と老婆心とが斯く拙

 　き筆を馳らしめた次第である。」

 　そのアイディアとは，「ベランダの利用や各室の区劃の

 アイディア」である。日本住宅の縁側を高く評価し，こ

 れに近いベランダを推奨している。各室の区画は，中廊

 下をとり，それに面して独立した諸室をとることを提案

 している。「日本の家を少し安直に西洋風にする」には，

 「少しこじつけの様ではあるが日本現今の民度で其風土

 に応じ中流社会の人々の欧州趣味を満足せしめ様とする

 には此位が程よいところである」と述べている。プラン

 ニングの改良点の主なねらいは，部屋の独立をはかるこ

 とであって，中廊下は洋風化するための手段にすぎなか

 った。既に，此の頃には庶民は自ら矛盾を克服して，中

 　　廊下住宅を定型化しつつあったので，この紹介が「中廊

 　　下形住宅様式成立の上に逸す万ごとできぬ位置を占め

 　　る」注とは考えられない（2－5図）。

 〔（1 5・1㌻

 ’一

 　　プ　く

 ！　　　　　2－5図　西部濠州小規模住宅

 　当時の建築家にとっては，椅子式にすることと部屋独

 立を計ることが，最も大きな改良目標とされており，部

 屋の独立性のない中廊下住宅様式は改良すべき対象であ

 り，蔑視した平面型であった。

 　武田吾一氏も「日本住宅建築に改良の余地ありや」注の

 中で，通り抜けや部屋の独立性のないことを述べ，次の

 ような理由で改良すべきとしている。

 　　「家の主人が家庭に於ける絶対無限の主権者であっ

 　て，常に家中のものの上に監督の眼を光らせて居ね

 　ばならなかった昔の時代は，日本住宅の様な明け放

 　し主義も適し居たであらふが，今日の様に箇人の権

 　利が認められて来ては此様な旧式には辛抱しきれな

 　　くなつて来た。」

 　そうして，「日本大工の建てた偽せの洋館」ではない「真

 の意味の洋館」でなければならないとしている。

 　このような熱い模索に冷水を浴びせかけたのが，長野

 宇平治氏の「家屋改良とは何を意味するか」注である。

 　　「近来世間で家屋改良論を云為するのを耳にする

 　が，世間の所謂家屋改良論は如何なる改良を意味す

 　　るのか，一向不明である，現今の家屋の如何なる部

 台所  ペラング
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 注　木村徳国，北大．1二学部，研究報告No．21
 注　建築世界，明治42年8月号
 注　建築世界，明治43年1月号
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 　分に改良を要するのか，説を為す者く区々にして一向

 　要領を得ない。」

 　とし，先に社会からの要求がなければならないが，未

 だそれがないと述べている。

 　「衣服改良論にせよ，家屋改良論にせよ，何れも技

 　術家の関係する可き問題でなくて，技術家の手に渡

 　るには其以前に豫め一定の確なる要求がなければ成

 　らぬ筈である。……必ずや社会万般の事項に関係し

 　て改良の要求が定まるもので，仮令一局部のものが

 　提案しても行はるるものではない，即ち衣服改良も

 　家屋改良も之は社会問題として攻究す可きもので，

 　未だ技術家の手へ渡すことの出来ぬものである，

 　　此故に予は建築家が改良に就て彼是云ふのは，時

 　期が早いので，畢意呶々した處冗事に了るだらう

 　と思ふのである」

 　そして，「日本家屋は歴史を有」しており，一部分と錐

 も尤もな理由をもって伝って来ているので「訳も無く勝

 手に抜き差し」出来ないとし，真の家屋改良は，「社会の

 状態整頓し組織したる時に於ての事である。然る場合に

 はおのづから改良されたる家屋は世に顕はれむ」として

 いる。

 　この論に対し池田稔氏が，「長野氏の家屋改良談を読

 む」注において反論を試みているが，「単純に卑近の改良」

 でよしとし，「こちらより案を持ち出して熱心に社会の人

 と相談する方が改良の近道」と述べるだけで，説得力の

 あるものではなかった。

 　丁度此の頃，「建築世界」が，第一回懸賞論文として「家

 屋建築改良論」の論題で募集している注。ところが，「家

 屋改良論は我が国建築界の一大問題にして」と募集要項

 には意気ごんでいるが，応募は僅かに5編で慨嘆してい

 る。既に，日本住宅の改良点は種々指摘されておリ，一

 方，具体的提案は容易でないことから当然といえよう。

 一等当選者は，自ら叩大工と名乗る進化論の信奉者で，

 鉄筋コンクリート造まで真壁造の進化したものであると

 論ずるようにこじつけが多く，平面構成については全く

 触れていない。二等は，時代追随的ではあるが当時とし

 ては素直な論である。経済・衛生・火災・震害・盗難・

 寒暑などいい古された日本住宅の欠点をあげ，西洋直写

 模倣をすすめている。

 　「日本建築の凡ての缺陥を補ひ得可き西洋の構造を

 　求め，其手法に従ふのは此改善の目的を達するに最

 　も完全であつて又最も容易な方法では無かろうか。

 　　家屋の構造を西洋の手法に則れば必然在来の踞座

 　式は改まつて跪座式と成るであろう。乃ち此慮に又

 　大なる弊風を打破する事が出来るのだ。」

 　西洋式とするのが改善の最も容易な方法であるとし

 注　建築世界，明治43年3月号
 注　建築世界，明治43年6月号

 て，折衷や融合は無駄骨折としている。

 　「譯も無く其れに附和雷同して全く異なる日本建築

 　と西洋建築とを打って一丸としやうとする無駄骨折

 　に悶々するのは不見識の至りである。」

 　そうして，次のように結論づけている。

 　「私は日本現代の國民性は純西洋建築に依つてのみ

 　完全に表現される物だと考へる。

 　　仮令遠き将来に於て日本が和洋折衷建築を産み出

 　すとしても其れは西洋心酔時代を経由してからで無

 　ければならない。然らざれば其れは浅薄なる皮層許

 　りの混清であつて決して誇りとす可き物で無かろ

 　う。

 　　兎に角日本の思想と融け合はなければならない。

 　日本の建築は西洋を踏襲す可きである。」

 　明治36年以来，日本の住宅の欠点は種々指摘されて来

 たが，それらは欧米の住宅との比較によって見出されて

 来たものであり，全ての欠点を一挙に解決するには，欧

 米の住宅を安直に直写するのが最もな近道であった。

 　日本人の手による洋風住宅だけではなく，米国人の建

 築家によるアメリカ式住宅もこの頃建設されている。東

 京赤坂に米国の建築家の設計により，純米国式住宅が数

 棟建てられている注。ウヰリヤム・メレル・ヴォーリズに

 よってコロニアル・スタイルで設計された近江兄弟社住

 宅は，（1912年）洋風住宅のモデルになったといわれてい

 る（2－6図）。また，学会を通じてニューヨーク山中商
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 　　　　　　2－6図　二十坪住宅

 「吾家の設計」ウヰリアム・メレン・ヴォーリズ著
 　　　　　　文化生活研究曾大正12年

 注　建築雑誌，明治43年12月号
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 会が，「米国住宅設計図案」を懸賞募集する時代でもあっ

 た。
 　この洋風住宅の移入を積極的に押し進めたのは，橋口

 信助が経営する設計施工会社の「あめりか屋」である。

 明治42年創設後，大正5年8月には月刊「住宅」を発行

 し自社の宣伝を兼ねると共に，著名な建築家・生活改良

 運動家の改良論を掲載し啓蒙運動を行なっている。さらに，

 大正6年2月には住宅に関心を持つ，塚本・岡田・武田・

 前田・滋賀・大熊の諸氏と他2名を顧問として，「住宅改

 良会」を発足させ，進歩的住宅改良運動を展開している。

 後には，佐野氏も顧問に加わり，滋賀氏は学校をやめ，

 「あめりか屋」の経営に参加している。

 　橋口氏の創立後しばらくの信条は，「其の改良の範は，

 之を亜米利加に求める事が最も策の得たものであるとい

 ふことだけを断言して置く」注と会社名が示すように，亜

 米利加住宅を範とするものであった。「住宅」の発刊後し

 ばしばアメリカ住宅の紹介が行なわれており，その論調は

 西洋式住宅の模倣を支持するものであった。例えば佐藤

 功一氏は，「都市住宅改良案」注，の中で次のように述べて

 いる。

 　「都市の施設方針がすべて西洋式になっている今

 　日，其の中に建築される住宅も西洋式にならなけれ

 　ばならぬ事は今更言を改めて云ふまでもない事であ

 　る。」

 　第一次大戦後は，大正的コスモポリタニズムの思潮に

 乗り，勢いを感じさせるものがあった。橋口氏の文中に

 よれば，『時事新報』の論説に次のような記事が載るほど

 であった注。

 　「住宅の改良は多年の問題にして国民生活最も急を

 　要するものの一なれば是非とも之が解決を図らざる

 　可からずとして第一に必要なるは資力ある者が自ら

 　住宅の改良を行ふて一般に模範を示すに在り之を如

 　何に改良す可きやに就いては自ら種々の説ある可し

 　といえども衣服が次第に西洋化しつつあるを見れば

 　住宅も亦結局西洋化せざるを得ず否な住宅と衣服と

 　は寧ろ主従の関係に在るものにして衣服を完全に西

 　洋化せんと欲せば先ず第一に住宅を西洋化するの要

 　あるを知らざる可からず西洋服は簡易軽便にして文

 　明生活に最好適の衣服なるは一般に認むる所なれど

 　も其西洋服の利用が今尚ほ執務旅行等の場合に限ら

 　れ男子の服装をすら未だ全く西洋化するに至らざる

 　は巳むを得ずとするも今の日本の実際生活に於て西

 　洋服の外に日本服の用意を必要とし所謂二重生活の

 　負担に堪へざらしむるは主として住宅の関係に由る

 　ものと認めざるを得ず衣服の西洋化を前提とせざる

 注　住宅，大正7年8月号
 注　住宅，大正7年8月号
 注　住宅，大正8年3月号

 可からざるの理由は此一事を以て明白なる可し我輩

 は資力ある者が此点に鑑み其住宅を西洋化して名実

 共に簡易活溌なる西洋流の生活を営み以て一般に樺

 　範を示さんことを望まざるを得ざるなり。」

 　大正10年になると，橋口氏は『歓ぷ可き現象』注として

 「今や洋風は知識階級のシンボル」と述べている。

 　「社会は常に中流によって指導されるのであるから

 　わが中流の覚醒はやがて将来の一般を推測する材料

 　となるのである。若しこの状勢を以て推移するなら

 　ば近き将来に於ける中流住宅は殆ど洋風となり，や

 　がて洋風は智識階級の住家であると云うシンボルと

 　もなるであろう。」

 　この年には「あめりか屋」内に改良住宅建築会を創り，

 50戸を1組として毎月一回抽選又は入札によって建築主

 を定める中流住宅の組合を発足させているが，その標準

 設計は基本的にはアメリカ住宅型であった（2－7図）。
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 　　　　　　　　　　2－7図

 　橋口氏の模範はアメリカ住宅であるが，改良点として

 指摘している項目は，従来から言い古された点が多い。

 耐震・耐風・耐火・防寒・部屋の独立性・椅子式・盗難

 よけ・台所改善などで，その他アメリカ住宅礼讃の結果

 とみられる縁側不要論・玄関土間無用論を述べている。

 その結果

 　「結論は構造より見て洋式，様式より見て洋式，設

 　備より見ても洋式を採用することが最も合理的だと

 　云うことになるのである。」注としている。

 　代表的な平面図は生活改善展覧会にあめりか屋から出

 品された2－8図である。2－9図は所員の山本拙郎氏

 の案である注。］階は玄関ホール・客間（居問）・食堂な

 どの公室をとり，2階に寝室・書斎などの私室を設けた

 典型的なアメリカ式住宅である。

 　明治初期の大邸宅に和風住宅に隣接して建てられた西

 洋式住宅に酷似しているが，この期のものはこの住宅内

 で生活が完結する一点で異なっていた。

 　これらの住宅は現在のように敷地が狭いからではな

 注　住宅，大正10年6月号
 注　住宅，大正9年／月号
 注　住宅，大正11年6月号

－26－
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い。公私を明確に分け，椅子式で部屋の独立性を強調し

たものであった。ただ直写とはいえ，寝室に便所・風呂

を設けたものは殆どなく，2階に便所がなく不便である

と住み手からの苦情が述べられている。

　外観の様式についても，外国のいずれを模倣すべきか

種々議論がなされている。最も古いのはJ．K　Y氏の「家

屋の様式は如何に選ぷべき乎」注である。

　建築主は，外国での生活経験者や知識人が多かった。

なかには，新しい生活思想にもとづいたものではなく，

盗難対策・冬の暖かさの理由によるものもあった。兎も

角椅子式家具を揃えるだけでも多額の出費を要すること

から，限られた層であった。

　従って建設された数は当然多くはなかったが，中廊下

住宅を苦々しく思っている建築家が介在したことから，

次の居間中心型の住宅が生まれてくる過渡期の一つの時

期を画する住宅型であったと見るべきである。

　以後この公私分離の基本型は，我が国の生活習憤から

の要求で種々の改変が加えられて行くのである。

　一っは接客空間の付加である。1階に椅子式の応接間

を付加し書斎と兼用したものがみられる。他の一つは2

階寝室を夕タミ敷とするものである。なかには，この室

に床の間をつけ客間と兼用し，公私分離の基本的理念か

らは崩れた平面も作られて来る。

　更に変形して現在の典型的都市住宅へと受け継がれて

いるといえよう。
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注　建築雑誌，明治40年11月号
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3．折衷式住宅の発展

　明治期から大正期にかけて，折衷という言葉はしばし

ば用いられている。時代あるいは人によって取り上げら

れている事象は異なるが，一貫して述べられている事は，

洋の長をとり和の短を補い，程よいものを作ることであ

った。洋の長とは科学的で合理的なものであり，これを

和の習慣，趣味すなわち生活を大きく変革することなく，

摂取することであった。維新以来の和魂洋才の建築版と

いえよう。

　最も早く西洋式が導入されたのは椅子であった。夕タ

ミ敷きの部屋に椅子を持ち込んだもので、和洋いずれの

起居様式も可能な正に和洋折衷であった。

　明治5年，学制発布の当初から学校に椅子式を採用し，

公共機関の殆んどが椅子式になり，洋服を着る男子大人

が次第にふえていった。この外での経験からその合理性

を会得したり，またハイカラ好きの役人知識人が在来住

宅に椅子を持ち込むようになった。

　明治30年以降，住宅改善を口にするときには，必ずま

ず坐式から椅子式へと叫ばれてきたが，部屋を椅子式に

する事は容易ではなく，最も安直にタタミの部屋に椅子

を置いたものであった。多くの小説の中にも出て来るよ

うに，明治の後期にはかなり普及していたと思われる。

これは坐式の不合理性の理由，すなわち非活動的，身体

の発育上悪いこと，夕タミのホコリなどが指摘され，常

識化したことが影響している。椅子だけでなく，使用し

ない時には置戸棚に格納する式のベッド（波多野式畳込

寝台）注も売り出されている。夜は洋式で昼間は和式とい

う和洋折衷であった。さらに，後には「日本間にふさわ

しい洋家具」（秋山哲雄）注の記事がみられる。「日本間に

使用しても不調和を感ぜないのみか，一層進んではこの

概観であり趣味である軽快繊・巧味を助ける」「藤製又は

柳製の洋家具」が推賞されている。

　この住み方に断を下したのが，後に詳しく見る「生活

改善の細目」である。「畳は塵挨を吸収する事と，屡々表

替をしなくてはならぬ大きな缺点がある」ことから，椅

子式では床に畳を敷くことは廃し度いと述べている。し

かし，簡便さからこの住まい方は後々までも続いている。

　次に洋式が導入されたのは椅子式の応接室であった。

明治30年北田案が紹介されて以来，急激に増え中流住宅

のシンボルとさえなった。

集慕賞籍圓三津社恩世薬建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　賞等三拳選富、オポ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＾

〃／・

＼1・

．、・，
ηO

γ

・・斧

＼ぐ・　｛・

＼＼　心←ρ

　　　　　と　　　　7
　　　　㍗む
　　’）
　　　　一1・　1010

口

　一

　久

？い‘、

｝テ
ルη
“い，

刊回

工1
’“

昼
々
τ．一

ト
’こ

圃面早上略

〃

庭

一．帆　　　　　　　　　　　　　1，
　　　　　正　　へ
　　　　　注　　・，
　　　　＾｛　　　　～

　　　　　誰

　　t，、
○ペ

ザ川　　“．

　　　　1岬1’・．
　　　　←一　，
　　　“

　　　江
　　　1■・口唱

口
　　　　1■
　＾　　　．

　　　　、　『
い～　　　　　、

　　　’
　t　、

”

㌧
∴㍗d

　正　’
＾λ　　箏

1心
ユ』

1＝

じ
■珊

二ぶi

“z

．⇒4・
．’口
亡・lq4

綴

　心、
　沁
＾q
い

㌧8
　貢
㍑

ηtnn1

　　　い＾
9い1

騒い

マ
　“　　　」
“P｛　1

・○
0

園面平下惜

3一・1図 注　三橋四郎，「理想の家屋」，大正2年
注　住宅，大正11年1月号

－28－



 　その理由は次のようなものであった。

 　「西洋室の設けあらざる家屋は，洋装の来客に対し脱

 　履跪座の不便あり，是等の不便なからしめんには，

 　西洋室の設けなかるべからず，然れども純粋なる洋

 　室を構ふは多くの費用を要し，普通一班に行わるべ

 　きものにあらず，故に家屋改良の一着として我従来

 　の家屋の内部に於ける一二の室に就いて，折衷的に

 　極めて簡単なる西洋室を備ふるにあり」注

 　「今日の日本人は洋服を着て人を訪問する。訪問を受

 　くる側の人はなるべく西洋風の室に通して，客に窮

 　屈な思いをさせぬだけの設備が必要となる。そこで

 　日本建築といっても，応接間一ケ所位は履の侭で這

 　入得らる・やうにするがよい」注

 　洋服を着た客が靴を脱がないでそのまま入り，窮屈な

 坐り方をしないですむ椅子式の応接室を求めたもので，

 時代の変化への接客重視の対応といえる。この椅子式一

 室だけのしかも接客空間の付加は，建築家にとっては虚

 栄心を満足さすものとしか映らなかった。従って明治期

 には通俗な建築書や素人の言のなかにしか，その必要性

 は述べられていない。

 　大邸宅の応接間は，簡便な応接及び客間の前室として

 の機能を持っていた。従って前項で見た滋賀氏の言のよ

 うに，応接・客問・書斎はそれぞれ独立にとられるべき

 であった。そうして時には客間は家長の寝室にもなった

 （3－1図）。中流住宅においても上記の引用文でみるよ

 うに，初期には靴のままの簡単な応接のための空間であ

 った。しかし，次第に小規模の住宅に付加されるにつれ

 て書斎と兼用され，遂には主人の居間ともなってしまっ

 た。しかもこの接客空間としての応接室の付加によって

 も，和室の座敷はなお残されたままのものが多かった。

 主人の寝室として必要なだけでなく，次の文のように，

 椅子式の応接間は対等以下の客に対する応接の場であっ

 て，上客には依然として座敷が必要であり，応接室はそ

 の前室的機能を呆たしていた。

 　「普通の客なら此室（応接室）で，主人は面会するが，

 　同等以上の客になると，此処に待合して置て客室で

 　面会するのである。」注

 　3－2図は，．大正5年の住宅改良会主催による「懸賞

 募集改良中流住宅」の一等当選案であるが，太田博太郎

 氏が述べられているように家族本位重視の当時の思潮か

 ら，客間を居間と書き込んだだけで，実際には客間とし

 て使われたであろう。

 　「居問・茶の間と書き込んであって，これが家族の部

 　屋であることは明らかであるが，しかし居間は客間

 　としても用いられるのであって，その傷みを避ける

 注　井上繁次郎，「通俗家屋改良建築法」，明治35年
 注　建築世界，明治45年7月号，加藤弘之，「素人の建築観」
 注　三橋四郎，「理想の住宅」，大正2年
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 　ため，主人の部屋，夫婦の寝室として用いられるに

 　止まり，家族の団らんはもとより平生の使用もでき

 　るだけ避ける傾向にあった。したがって坪数に余裕

 　のある住宅では，玄関脇の応接間のほか，和風の客

 　間を別に設けている。」注

 　ある程度の規模の住宅では，客間は家長である主人の

 居間であり，書斎であり，時には「宿屋式のように食事

 の場」注であった。この客間に応接間が付加されたことに

 より，主人は和洋両式の専有空間を持ち，その専有領域

 は更に拡大されることとなった。

 　もともと客間以外に和室の主人居間をとっている住宅

 も多かったことから，この代替と思われないこともない。

 　大正期に入ると，住宅改良は生活改善の一環としての

 社会問題としてとりあげられ，新聞・婦人雑誌にも掲載

 されるようになって，世間の関心は一段と高まった。そ

 の背景として文化主義思想，さらには白樺派を代表とす

 る人道主義による個性的存在の重視・尊重があった。

 　大正5年には，国民新聞社主催の家庭博覧会が開催さ

 れ，家庭設備の改良を問いかける展示がなされている。

 通俗的な住宅関係の単行本も数多く出版されている。ま

 た，建築家に対しても各種の住宅コンペが行なわれ，住

 宅に対する関心は，我が国で最も高揚した時代であった。

 、ノ庶民自ら矛盾を克服して，中廊下型住宅という平面型

 に定型化するまでに到達し，そのアンチ・テーゼとして，

 西洋直写住宅が建築家の手によって作られ，一方ではそ

 の居住者である知識人は，反省期にさしかかっていた。

 　かの，西洋一辺倒の橋口氏も『お客様本位と家族本位』

 に「住宅改善の前途難関なほ多し」と副題をつけて，あ

 る実業家の夫人のことを紹介し，住宅改良問題上大いに

 研究しなければならないとしている。

 　「夫人は新智識者として社会の一部から尊敬をうけ

 　ている……住宅及び服装を全部洋式となして，文化

 注　太田博太郎，「日本建築学大系1住居論」，昭和29年
 注　佐野利器，「住宅の改善」，住宅，大正9年5月号

－29－
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3－3図
清水組大阪支店
桜ケ丘住宅博覧会（大正11年）出品住宅

　生活にをくれまいとひたすら労力する事が久しかっ

　た……この程聞くところによると，多年唱導し且つ

　自ら実行した洋風生活に少からぬ倦怠を感じたらし

　く，人に語って「かうして服装も住宅も改善した生

　活をして見たものの，日本人には矢張り着物の着心

　地や畳の坐り具合がなつかしくなってきます」と云

　ったと云ふ……理論として住宅の改善を認め…自

　ら眞なりと認めた合理的生活に倦きて，一度捨てた

　非合理的住宅様式を懐かしむやうになったのであ

　る」注

　3－3図は平面構成は西洋式であるが，2階の寝室部

分をタタミ敷にしたものである。一方中廊下型を椅子化

したものも当然現われている（3－4図）。

　在来住宅の進化したものにはあきたらず，一足飛びに

注　住宅，大正9年7月号
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3－4図　原田治郎邸
　　　　　「住宅」4巻3号（大正8年）より

純西洋式住宅に組することも出来ないことから，これら

を止揚した新たなものが求められた。明治期には在来の

ものに合理的なものを持ち込む程度の折衷であったが，

この期には白と黒とを相当に採り入れて，灰色を作るこ

とが期待されるようになった。折衷している中に「格好

の好い，眞の和洋折衷純化されたものが発見」注されると

期待された。いわゆる和洋融合論である。しかし水素と

酸素が化合すれば，新たに水が出来るようには行かなか

った。古いものを或程度温存しながら，新しいものを導

入する方法は，ぶざまで更なる矛盾を生むという常に矛

盾を孕んだものにならざるをえなかった。

　この方法について，完全なものから一歩後退する方法

をとったのが，生活改善同盟会の住宅改良案である。西

洋式住宅移入を押し進めて来た建築家主導の故に当然の

方法であった。第一次大戦後の社会不安に対し，内務省

は思想改善とともに，生活安定・生活改善の方策をとっ

た。これに呼応して文部省も，大正8年6月普通学務局

第4課（後の社会教育課）を新設し，「生活改善運動」を

展開した。この展開中の中で作られたのが「生活改善同

盟会」である。従って社会教育団体というよりは，むし

注　．論説「和洋折衷州i三宅」，住宅，大正9年2月号

－30－



ろ文部省直属の国民教化団体というべきものであった。

その設立の具体的経過については，他の機会に詳述する

が，大正8年12月1日から翌年1月31日まで，東京教育

博物館を会場にして催された文部省主催「生活改善展覧

会」が契機となった。会は「道徳経済・衛生等」の観点

から国民生活を根本的に改め「一切の無駄を省き，虚飾

を去り，一層合理的」にすることをねらいとした。また，

欧米列強国に伍するため，「世界的の人間」に改めること

が必要とされ，それは「世界の国民」と同じ洋風生活を

行なうことに結びついた。

　具体的活動として，衣服と住宅の各調査委員会を設け，

それぞれの改善方針を決定して公表した。「住宅改善調査

委員会」は，21名で構成され，大正9年1月に発足し，

同年6月には「六大綱領」を決定し，その後特別委員を

選出し，その特別委員のもとで「六大綱領」を説明する

「住宅改善の方針」を作成し9月に公表している。さら

に，特別委員を新たに選出し，住宅改善方針の具体的内

容を示す「住宅の間取及設備の改善」いわゆる「住宅改

善の細目」を作成し大正10年9月に公表した。委員は下

表に示す各氏であった。

住宅改善調査委員会の特別委員一覧

　　特別委員　住宅改善の住宅改善の
　　　　　　　　　　　　　　　　方針　　　　細目
（氏名）　　（職業’地位）　ひ正9年8月）伏正10年9月）

奉熊和綴撰鍵料議士8／第・…項

果篇恕型鶏餐簸姦8麟

麗饗鶏轟織搬81第・項

田辺　淳吉清水組技師
井上　秀子　日本女子大教授
大江スミ子東京女子高師校教授

○

○
○

○
○
○

　　　　　注：「住宅改善の方針」における項目番号は．六大綱
　　　　　　領の項目番号を示す・
　　　　　資料：①時報「生活改善同盟会」，『建築雑誌』第402
　　　　　　　号．大正9年6月，P．67。
　　　　　　　②時報「住宅の間取及設備の改善」，『建築雑
　　　　　　　誌』第419号，大正10年9月。P．38。

　まず改善方針の姿勢は，「住宅改善の細目」の緒言に次

のように述べられているが，明らかに欧米の住宅を念頭

において書かれたものであった。

　「在来の住宅を理想的のものに改造することは，前途

　に幾多の困難を伴ひ容易な事業ではありません。故

　に過渡期に於ける実際問題として，在来の日本住宅

　に向って，一般に試み得られる程度の改善方法を提

案したいと思ひます。理想的の改善は，欧米の住宅

形式に適当の修正を加ふる事が寧ろ早手回りかも知

れませんが，之には一方経済上の問題をも考慮せな

　ければならないから，暫く別問題として此処には略

　して置きます」

　「綱領」の第一項には「暫時椅子式に改む可し」と椅子

式生活の採用が掲げられ，住宅の洋風化を第一義として

いる。「細目」では，公式空間だけは是非椅子式に改める

ことを主張している。その他「児童室は必ず椅子式に改

めよ」とし，「書斎の椅子式も当然である」としている。

寝間のみは「過渡期に於いては，暫く猶予するも已を得

ない」としているが，「共用室に於ける椅子式が，便利且

つ愉快である事が一般に認められるに至りますれば……

就中寝室を寝台式に改める事が，必然の要求となって顕

はれませう」と極めて楽観的な事が述べられている。し

かも「広さを増さずとも椅子式は可能である」としてい

る。また「吾々が熱の浪費を省き其利用に注意を沸ふな

らば，在来の火鉢又は炉にても椅子式住宅に対する暖房

の目的を達する事が必ずしも不可能ではない」と，椅子

式に改善する事への危倶に答えている。其の他「玄関に

於ては，凡そ立礼を以って送迎する方針である」として

従来の玄関の間の廃止を暗示している。各空間を椅子式

にすれば開き戸がよしとされ，窓の高さも高くして，縁

側は不要とされた。

　次に注目されるのは，共用室と専用室との区分，すな

わち公私区分の原理が採られ明瞭な区別を立てることが

急務としていることである。共用室は「家族全体が共同

に使用する」室で「居間・食事室・客間」の3室が挙げ

られ，専用室は私的に使用する「主人持ち」の室で「寝

室・書斎・児童室・老人室・女中室」の5室が挙げられ

ている。そうして公私を明瞭に区別するには「二階建に

して寝間は成る可く之を二階に設くることが最も便利で

あります」と述べている。これは将に西洋式住宅の平面

構成である。「細目」の中でもう一つ注目されるのは，リ

ビングルームとしての居間の導入である。従来は文中に

述べられているように，「居間」は主人の居間，主婦の居

間を指し私室であった。家族団らんの室は食事室兼用で

茶の間であった。ところが「食事室と同一の意味に解し

て，特に茶の間なる名称は用いぬことと致して置きます」

と茶の間を食事室にすりかえ，茶の間は抹殺されてしま

った。そうして私室としての「居間」を「此処では今少

しく意味を押し拡めて，家族共同の居間，即ち家族の団

欒を目的とする室と決めて置きます」と強引に居間の概

念をすりかえて押しつけている。明らかに西洋式住宅の

居間と食事室を想定し，この形式を指向したものであっ

た。

　そうしてこの居間を共用諸室の中で最も重要な室と見

倣し，「最良の位置」に配置すべきことを強調している。

　次に重要なる室は食事室とし，その次が客間としてこ

の三室を相隣接して配置すべきであるとしている。しか

も「専用室の配置は共同室に随従するがよい」として次

のように述べている。

　「住宅の設計には一般に共用室の一団を中心にして，

　他の諸室は之に随従的の位置に設く可きであります
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　（二階に寝室を設ける場合は例外であi）ます）」

　また専用室は「各室の目的に従って其位置を定める事

が出来ます」としている。

　以上を形づくるとすれば必然的に居間中心的平面構成

となるであろう。またその形を想定して蕃かれたと思わ

れる。

　居間が椅子化したため必然的に寝室は追い出された形

で必要となった。西洋式住宅を模範とすれば当然ともい

えよう。

　児童室も必要な諸室の中に挙げており「必ず椅子式に

改めよ」としている。しかし寝室としての個室ではなく

遊戯室ないしは勉強室としてとらえられている。

　「児童室の意味は色々に解せられて居ります。学令前

　の幼児に対する娯楽室と云ふ解釈の仕方もあります

　が，之れよりは今少しく広く解して置きたいのです。

　それは児童の成長するに従って，内部の設備に多少

　の改良を施せば，直に専用の居間にも書斎にもなる

　からです」

　当時，理想的な子供室は3－5図，3－6図のように

勉強部屋と寝室とを分けることであった。勉強部屋のみ

はとりあげられ，寝室については何も述べられていない。

まだ子供室に対する関心が十分でなかったことを示して

いる。

　女中室については，当時極一般的に中流住宅では，女

中をおいており注，家族との分離及びその動線が平面計画

上重要なる考慮案件であったにもかかわらず，ただ必要

な諸室にあげられているにしかすぎない。

　以上の方針を形象化したものが大正11年の文化村出品

住宅である（3－7図）。

　方針通りの平面構成で「中流住宅として標示するに過

不及なく，その二重生活を醇化して動作，形式等の上に

不然なく，且集約的，経済的な点に於て凡ての階級の模

範とするに足る」とされた作品である。注目すぺきは居

間の通り抜けである。とくに女中の通り抜けである。廊

下が無駄であること，居間は共用室であるとの考えから

通り抜け、とされたが，後々までも影響を及ぽしたといえ

よう。また客間の書斎との兼用は主入の私室となリ，公

私空間領域の不分明さも今日にまで及んでいる。

　ジン・テーゼともなるべき提案は，あまりにも西洋化

したものであった。

　このような強引な西洋化に対して意外に反論は少なか

った。文部省主導によるためか，建築界のお歴々が作成

されたためであろうか。

　痛烈な批判は山崎静太郎氏の『其の文言に就いて一「生

活改善同盟会」の住宅改善に努められる方々へ－』注であ

注　拙稿，「中流住宅の平面構成に関する研究」，日本建築学会梗
　概集
注　建築雑誌，407巻
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る。氏自身は改善案そのものに賛否・批判するものでは

なく，その理由乃至主張の文言について腋に落ちない処

が多いから書いたと述べており，ややあげ足取り的なと

ころはあるが，その性急性を鋭くついている。

　「大きい自然力の支配を何故待ち切れないで，人間の

　小さな小さな運動を必要とせねばならぬものなので

　しやうか。それが即ち改善会の仕事であり努力であ

　るのだと仰有るならば，まあ結構です。やって御覧

　なさいまし，どれ丈け自然の大きい力を速く手前へ

　引き寄せ得られるかを拝見致しましやうと，申上げ

　る外は御座いません」

　そうして「真に意義ある家庭生活」は夫婦・親子相互

間の徹底した理解が必要であって，家族本位に改善した

間取りではなく，「むしろ間取りなどの区画をすっかり排

斥して了って一つの家は同時に一つの室であるものとし

て，その一つの室にすべての家族も来客も一団となって

ここで倶に話し，倶に食ひ，倶に寝るといふ原始生活を

営むの一途あるのみです」

　このように生活の単純化が唱えられている。

　ところが最も痛烈な批判は，作成にあたっての中心的

人物であり，また大正11年の平和記念東京博覧会の文化

村村長も勤めた大熊氏自身の自己批判である。

　「細目」が発表されて6年がたった昭和2年の『総説』注

の中で，洋風住宅や洋風生活を盲目的に信奉する態度に

批判を加えている。
　　　　　　　　　「近頃の流行の家，所謂文化住宅の名に覆われている

　ものは，簡易生活に余りに偏重し過ぎた実利一辺の

　家。能率一点張りで『ゆとり』と落付を忘れ，団欒

　のホームと，事務室と混同する様な誤解に陥ったの

　ではないかと思はるる様な家。家族本位に余りに重

　きを置き過ぎて，人は訪ねて来なくてもよい，全て

　の人は玄関で追払へば済む，と家族本位に偏重した

　様な家，只もう外観にばかり力を入れ，それも何と

　なく『せせこましく』おっとりとした気持がない，

　外にばかり気を取られた家。耐震とか耐火とかの実

　用に偏り過ぎて，趣味といふもの・窮はれぬ家。な

　どで，一通りの室を無理に押込んだ，住宅の縮図み

　た様な家もまたこの仲間にはいるものである。」

　これは家族本位の居間中心型住宅への全面的な批判で

ある。そうして「誤解と偏重な見解」を反省し是正する

発言がなされている。
　　　　　　　　　　　「家は一時の流行を逐ふものではない。好気心に駆ら

　れる筋合のものでも無論ない。偏重な見解や，誤解

　に陥りたくない。今日の科学を遺憾なく応用して，

　私達の趣味も充分に取り容れられなければならな

　い。住心地よい家，それにはこの穏健な趣味といふ

注　時事新報家庭部編，「家を住みよくする法」，昭和2年，文化
生活研究会刊

　様な，精神的な要求も実は大きな要素であらう。先

　に言った近頃の家には，特にこの精神的方面の要素

　が投げ遣りにされ勝である様に見られる。所謂文化

住宅には，この精神的要素を取り容れるに余りに余

　裕がない。余りに無駄が無さ過ぎる。家にはある程

　度の無駄が必要なのではないだらうか。そして住み

　心地もよくなるのではないだらうか。」

　「経済的無駄を省いて，精神的の無駄を作ること」が主

張されている。

　精神的に必要な無駄とは，「縁側」「床の間」「出窓」等

を設けることである。例えば「縁側」については次のよ

うに述べられている。

　「軽衣涼風をいれながら，縁先に腰打ちかけ，緑濃き

　青葉に眼を移し行く趣きは，あの鼻先のつかへる様

　な洋間の窓から，首を突き出したのとは全く比べも

　のにならない。其の温和なゆったりとした心持は到

　底他のものでは得られない。座敷から縁側，それか

　ら天与の美景，それを逆にすれば，庭から縁側，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れから座敷，縁側は人為の座敷と天与の座敷の連で

　ある。此ういふ趣味に養はれてきた私達が，この天

　与の座敷から切り離されて，壁で囲んだ座敷に居や

　うと言ふのは，鼻先に高塀を立てられたと同様な感

　じがするのも無理でない。」

　「細目」の「縁側の改良を断行せよ」「窓の高さを高め

よ」は完全に否定されている。「床の間」についても「床

の間位の余地は，心の余裕に必要でありそれだけ居心地

のよい家とすることが大切であると思ふ」と。

　縁側は，朝夕2回の拭き掃除や雨戸の開閉など家事労

働の負担を増し，時間の不経済でもあり，また小住宅の

面積を圧迫して不経済であるとして廃止が主張されてい

た。床の間も余分の装飾物を買って無駄な出費を行ない，

面積も不経済として廃止が主張されていた。

　これらの住生活文化の観点からの復活は，客間それも

畳敷きの客間の復活にもつながり，「細目」の中の坐式の

客間を廃止し椅子式にすべしと主張していたことの否定

で，同一人物の言とは思えない程である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「近来客間といへば腰かけるものとして，何んでもか

　んでも洋風にするものと心得，八畳の客座敷はあリ

　ながら，無理やりに三畳か四畳半かの洋間を付け加

　へるのがあるが，それ程迄に洋間に執着せずともよ

　からう」

　「……一戸を構えていれば来客のあるのは当然，居

　間，茶の間へばかり招ずるわけにも行かず，玄関で

　の立話でのみ用を達すことも出来ない。やはり家相

　応の客間は入用ではある。」

　二階でもよいから「客間がほしい」と述べている。ま

た「茶の間」も復活している。さらに伝統的なしつらえ

行動様式に基づく室の転用性や室間の流用性にも及んで
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いる。
　　「翻って言ふ。近頃の所謂文化住宅では客の用途を

　全く極めて仕舞ふとする傾向が見へるが，これは室

　の融通性を奪ふもので，それが為めに，却て窮屈に

　なる。室としても多少変転自在なところがあって，

　初めて余裕のある家となるであらう。また心地よく

　住はれる家ともなるであらう。」

　これらは，庶民の住生活を直視した結果の反省であろ

う。住生活文化の継承という観点から，従来の生活を断

絶し，急進的に変革することの誤りを認められた結果で

あろう。次の発言にこのことがうかがわれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　「家そこに吾々の生活は深く根を下して，一種不可思

　議な因縁を形造っている。落書をして叱られた座敷

　の襖，朝夕に礼拝を怠らなかった神棚や，仏壇の様

　子，茶の間の調度，台所の具合から，便所，縁側の

　隅々まで，幼い頃からの記憶は，家は変わっても，

　いつも懐かしみを以って流れ出てくる……。この不

可思議な因縁，執拗な執着の心が，新しく家を造ら
　　　　　　　　　　　　　　　　んとする人の考へに，いつも頭を擡げて未るもので，

　新しい家の間取りや，考案に，もとの家の様子が現

　われて来るか，または，引合に出されるのが常であ

　る。こういふ風にして，もとの家から取入れられる

　懐かしみと，住心地のよかったところが，段々都合

　よく組合されて楽しい家となり，また一層住心地よ

　い家となるものである。」

　過去の住生活の中で到達し獲得した成果を継承し，そ

れを発展させようという進化主義に主張が変り，同盟会

の基本的考えを根本的に否定している。その結果広い意

味の簡易生活は歴史的に必然的なものと解釈し，住宅生

活の洋風化に固執せず，それらを洋風化するとしないと

にかかわらず，住生活の簡易化をすすめることが重要だ

と主張されている。

　大熊氏の反省を待つまでもなく，その後提案された居

間中心型平面は，一つの型として定着したが，同盟会の

思惑とは逆に和風化の方向へ向かった。3－8図注は大
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注　山田　醇，「間取りの作り方」，鐘築雑誌，昭和7年3月号

正9年暮に作られたもので，居間を中央に配置し，ここ

には床の間が設けられているが，食事・だんらんがここ

で行なわれ，「茶の間」の機能をもつ居間中心型であり，

かつ中廊下型である。3－9図は客間を畳敷とした例で

ある。「細目」では客間は椅子式にすべきであった。社交

儀礼の簡素化をことさら強調した当時の生活改善運動の

影響で，来客の応接・食事・就寝という三つの応接機能

のうち，応接機能のみに限定したものであった。就寝に

は応接室に折りたたみベッドを置けばよいとされてい

た。来客の食事・就寝にも対応出来る座敷客間の復活で

ある。さらに多人数接客まで考慮して続き間座敷を確保

したものが3－10図である。また「居間」の中央配置の

みが平面構成の原理として残り，公私区分原理は消滅し

たものも現われて来る。
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資料：「5室以内の新住宅設計」（小林武夫氏案），『同潤
　　会懸賞図案集』昭和11年。
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　　資料：主婦の友杜編『中流和洋住宅集』昭和4年。

　「住宅としてはまず家族の共有室たる居間を中心に

　置き，次に主人室，主婦室，小児室，老人室，寝室

　といふやうにその必要に応じて配置し，更に客室，

　書斎，応接室、台所，女中室，浴室，便所等を定め，

　それから座敷回り，広間，玄関の順序を以ってし，

　最後に床の間，押入，縁側，廊下その他の付属部分

　を取付けるのである。詰り差当って用をなすものを

　中にして内から外へと広げるやうにするので」注

　例えば3－11図がその例である。

　大正11年大阪桜ケ丘で行なわれた住宅博覧会では，そ

の殆どが1階に公室をとり，2階に私室を設けた西洋型

の平面で，1階は椅子式の居間中心型に近いもので，2

注　坂口利夫，「模範住球の設計」，大正15年
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資料1「趣味と実用を基調とした著者の家」，芹沢英二著
　　　『現代住家間取百選』上巻，大正15年11月。
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階の私室を夕タミ敷とした平面が多い（3－12図）。

　以後主として寝室以外の室に部分的に洋式が導入さ

れ，種々の折衷住宅が生まれた。特に椅子式か坐式かの

問題は，我が国の住宅を論ずる場合常につきまとう問題

で，事あるごとに論じられ，決着がつかないまま庶民の

住宅では，部分的に種々の室が椅子化されるようになっ

た。
　このような時，藤井厚二氏によリ「日本の住宅」の中

で和洋折衷の提案がなされた。和風住宅及び洋風住宅に

ついて，初めて科学的分析すなわち気象学の面から検討

を行ない，欧米の風の盲目的心酔を戒め，日本趣味を発揮

せしめたいとして「両式の設備は混用し，同一用途の室

に就いて，腰掛式と坐式とが必要なる場合は，両式に対

し別々に室を設けずして一室内に両式の設備をなす（或

は両者の中間を僅かに襖にて仕切る）べきです」との案

である。自邸を次々と建て，住い方実験を行ないながら到

達された第四回住宅（大正13年）（3－13図）が，最も氏

の意図を汲みとることが出来る。家族の中に椅子式，坐

式をそれぞれ好むものがあるから，居間は両式を混用し

て坐式の人の眼の高さを揃え，卓を用いる場合は両式の

中間において，両様式で使用することが計られている。

　この提案は以後，時に部分的に採用されることはあっ

たが，面積が増大することもあって普及するには到らな

かった。

　今迄見てきた中廊下型，公私を明確に領域化する西洋

型，居間中心型いずれも接客空間重視を脱却して家族生

活重視を指向したもので，その差は程度の差であった。

いずれの型も接客空間を廃止するには至らず，少なくと

も一室に圧縮する方向で残存させながら，我が国住宅の

独自な発展形態をとった。

　以後これらの型が互いに混合し，一見多様とみえる平

面構成の住宅が，重層的に存在し現在に至るのである。
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4． &#160;停滞の時代

　在来住宅進化型は，昭和期に入ると定型化された中廊

下型が，持家は勿論，借家，官舎等にも盛んに採用され

た。しかし一方，中廊下型平面に至る諸段階の平面，特

にSTEP1の住宅は，3－4室以下の小規模の場合，最

もコンパクトに纏まることから当時の植民地にまで数多

く建てられ，むしろ一般的な平面であった二，とくに満州

事変が始まる前後から急激に台頭した国枠主義の影響も

あって，畳見直し論が盛んに持ち出され，この型の存在

性を強めることになった。例えば芹沢英二氏は「小住宅

の平面計画」注の中で，次のように述べている。

　「一室をして二室乃至は数室の機能を兼ねしめ，而も

　巧みに之を利用して可成的室の融通性と簡易化とを

　計るといった方法・…・・実際的方法に及ぶならば，誰

　しもが一様に我が国住宅独特の敷物たる極めて融通

　自在な畳の存在が活目されるであらう。……必ずし

　も椅子式生活がすべてに優って居るとは限らず，畳

　のもつ特長なり利益とする点を挙げるならば，椅子

　式生活の到底真似ることの出来ない幾多の推奨すぺ

　き特点が数えられやうと云ふものである。」

　また吉田享二氏は「住宅の近代傾向」注と題する講演

で，ヨーロッパの建築が日本在来の建築に近づいて来た

ことを，種々の例証を挙げて説明されているが，その中

に部屋が兼用主義になって来たこと，また「床をみると

畳表を床に敷いている家もある」と述べ，次のようにし

めくくっている。

　「今日の社会状態が国家主義になっていることから，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依然として建築にも影響を与えているがただに外国の

　模倣のみでなく，日本古来のものに着眼して其の儘

　過去のものを使ふことは問違った考えであります

　が，過去の伝統的にあったものに捨てられぬ一面が

　ありましたならば，之を近代の科学的に観て，さう

　して日本の気候風土に適した日本の本当の住宅を造

　らねばならぬ時機に遭遇しているのではないか」

　伝統・習慣の強さを証明したのは南方居住者の例であ

る。注戦争による引揚者の調査では，半数が寝具は日本式

またはベッドとの併用であったと報告されている。日本

式が全てタタミ敷であったかどうかは不明であるが，そ

の根強さを証明している。

　一方西洋式に対する批判もより理論化されてきた。例

えば次の文はベッドに対する批判である注。

　「ベッドは人数がきまって融通がきかない。

　ベッドは片附けられない。

　ベッドは床から高くなって居るため天井を少し高く

注　建築世界，昭和6年6月号

注
注

注

建築雑誌，昭和9年10月号
佐藤　鑑，「引揚邦人の南方居住経験調査」、建築雑誌，昭和
18年2月号
堀越三郎，「和風住宅の良い所」『朝臼f．盲宅図案集』，昭和4年

　する必要がある。

ベッドは床面とベッドの上とを二重に掃除しなけれ

　ばならない。

　ベッドは蚊帳を釣るのに困る。ベッドの下の蚊を追

　い出すのに困る。

　衛生上から見てもベッドの藁蒲団は畳と大差ない。

ベッドは身体の重い部分が垂れ下がるため身体の休

　息に悪い。ベッドでは枕辺に物を置くのに不白由で

　ある。」

　いささかこじつけ気味な点もあるが，体験を通しての

批判といえよう。結論として寝室は夕タミ敷の方が便利

としており，寝室を夕タミ敷とすることへの根拠となっ

た。

　次は機能分化に対する批判である。注

　「十九世紀に於ける欧羅巴では，中流者が昔の貴族の

　邸宅を真似て，食堂，客間，居間等々と各室を一つ

一つ独立させて，それぞれの機能を持たせた室を取

　っておった。日本ではその間取を其の儘真似まして，

　腰を掛けるような室が作られ，さうして在来の日本

　の家屋の便利なところが棄てられたのであります」

　遂に明治以来建築家から冷たい目でみられていた中廊

下型平面型が，戦時下に入り物資欠乏も加わって庶民住

宅の基準を作成するにあたって，皮肉にも建築家によっ

て取上げられている。

　建築学会の住宅問題委員会で作成された「庶民住宅の

技術的研究」注においてである。この委員会は，かつて西

洋化に最も先鋭的であった佐野利器氏を委員長として，

臨時委員まで含めると，64名という多数で錚錚る顔ぷ

れである。

　生活方式は「生活は便宜上一応坐式によるものとし，

所謂畳或はこれに類するものの上に蒲団を敷いて寝る就

寝方法をとるものとする」とし，「常時各室に独立の機能

を保持せしめる余裕なく，食事室，書斎，客間等の各室

も所謂畳敷の室として，ここに蒲団を敷けば直に寝室と

して転用し得るものとする」と明治後期から同盟会に至

る間の言辞，行動と比べると，その豹変ぷりに唖然とす

るばかりである。更に「平面計画の主なる方針」の中には

　「…なるべく縁側を付するものとし…」

　「主要居住室は簡単なる間仕切により簡明に各独立

　し得ると同時に，なるべく連接して配置し，間仕切

　の取りはづしにより随時大室となし得るものとす

　る」

　「各室間の連絡は，主として廊下式及広間式によるも

　のとするも，通抜式をも併用することす」

　かつては全て欠点として取上げ，改善すべき事項とし

て指摘して来たものを「主なる方針」とされている。当

注　佐藤功一，「住宅の近代化傾向」，建築雑誌，昭和5年10月号
注　建築雑誌，昭和16年2月号
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時庶民の住宅として，最も一般的でありしかも系列の中

では最も発展した中廊下型住宅を，認めざるを得なくな

ったことからの苦しまぎれであったのかも知れない。平

面計画参考図のうち，基本平面のアパート平面を除く3

例は，将に中廊下型住宅である（4－1図）。しかも続き

間座敷をとった平面である。明治以来始めてオーソライ

ズされたといえよう。
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4－1図

洋風住宅の一階に公室をとり，二階に私室を設ける公私

分離を計った平面形は，主として寝室を坐式とする和洋

折衷に変形しながら生き続けていた。とくに昭和初期に

なると，インターナショナルスタイルという装いを新た

にして登場して来た。山越邦彦氏が述べているように，

コルビジェとライトに関心が高かった。

　「現代の理想的住宅観として私は二つの派を見る。そ

　れはコルブジェー派の住宅観とライトの住宅観であ

　る」注

　これは昭和4年に行なわれた朝日住宅展覧会を見ての

批評であるが，氏は展示された16棟全てがコルビジェ派

であると指摘している。4－2図は土浦亀域氏設計の大

脇邸である。安成三郎氏はその見学記の中に次のように

述べている。

，〃一1

4－2図

　「何の装飾もないその一眞白な四角い建物が此程の美

　はしさを持ち，又かやうにこの環境と見事な調和を

　なしているのを見る時，設計者土浦氏の腕を讃える

　と同時に，私は純粋派の勝利，合理主義の健全さを

　つくづく考へさせられました」注

　当時新進気鋭の建築家の関心は，ヨーロッパの新しい

建築の動きに集まり，交流も盛んとなった。その過程で

昭和4年に開催された第二回国際新建築会議のテーマ

「生活最小隈の住宅」にっいても詳しく紹介されたが，

国際的になったとはいえ，我が国の実情とは遠くかけ離

れていて影響は殆ど及ぽさなかった。

　しかし国際化への関心は次第に高まり一つの潮流とな

って，同潤会が渋谷に純洋式のアバートを建設するほど

であったが注，満州事変が勃発すると急渕こ潮流は細くな

注　「酷＜ルートマイナス1住宅展だ」，建築世界，昭和4年12月　　　　注

　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
新建築，昭和6年1月号

建築世界，昭和4月8月号
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って了った。

　折衷住宅とくに居間中心型平面は，いろんなバリエー

ションを生みながら昭和期に入った。現実に建設された

戸数は不明であるが，当時行なわれた懸賞設計の入選案

は，殆ど居間中心型平面で占められている。居間中心型

平面でなければ入選出来なかったとさえいえる。昭和4

年2月に行なわれた東京朝日新聞杜主催の懸賞設計で

は，応募500案中から16案が入賞し，成城学園前に建設さ

れた。これが写真集として出版され，その序に次のよう

に述べている注。

　「朝日住宅十六案を通観して感じられることは，従来

　の接客本位の設計を家族本位の設計に改めた一点であ

　ろう。居間を家の中心にして，子供室を優待し，玄

　関，応接等を西北に取って，東と南とを専ら家族の

慰楽と休息との目的に当てたこと，外観は防盗，防

　寒のために洋風を採り，内部に畳と椅子の部屋を適

　宜に案配して，室の経済と，活動の便宜と，落付あ

　る休息のために苦心を払ひ，日本趣味と洋風の長所

　とを巧に調和して，昭和和洋折衷の一様式を出した

　のは，各案に共通の点といってよい」

　買い求められた居住者の弁が解る2例について見よ

う。4－3図の居住者は桜井忠温氏で次のように述べて

いる。
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注　「朝日住宅図案集」，昭和4年7月，「朝日住宅写眞集」，昭和
　　5年3月

　「（応接と書斎が兼用になっているが，）さて使って見

　ると，応接間といふものの，足を踏む場所もないほ

　ど雑多なものをつめこんでいる書斎（6帖）を応接

　間に使うては椅子の一つも置けない始末で，どうに

　も使へず，さればといって廉のある来客を居間では

　悪るし，懇意な間にしろそこで飯を食っていては，

　こちらも咽喉につかへるやうなわけで，少くも食堂

　といふか，茶の間といふのか，小さくとも別に仕切

　った部屋のあるほうが都合がいいようです。……私

　の家の寝室（八帖日本間）は階上にあります。これ

　も不便の一つです。夜中，便所は一々階下へ下りな

　ければならぬといふこともあります。成らうことな

　ら，階上に応接間兼書斎があっても，寝室だけは階

　下がいいと思います。」

　4－4図の購入者は田中孝一郎氏で，次の文が田中氏

の弁である。
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　「畳を敷いた室が二間。二畳の女中部屋と六畳の茶の

　間とがそれである。これが今のところ，もっぱら使

　用されている室である。畳といふ奴は，不衛生の何

　のといふけれど，日本人には一寸離れにくい因縁が

　ある。……そこで，茶の間が相変らず，食堂になっ

　たり，寝室になったりしている。食堂として予定さ

　れた室は私達は納戸代りに用いている。まごまごす

　ると二階の子供室にも畳を入れかねまじき目下の情

　勢である。」

　「居間」を茶の間といいかえ，食事，だんらん，就寝に

使用しており，設計意図とはかなリ違った使用がなされ

ている。知識階級でも当時は，この程度の住い方が一般

的だったと思われる。

　次に挙げるのは，昭和8年建築資料協会が建築博覧会

を機に行なった懸賞設計である。規模別の三種類につい

て募集しているが，規模の小さい甲が総数592点中392点

で，乙が151点，丙が49点で丙は数も少なく，主催者の言
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の通り優れた図案が少なかったことから，甲と乙につい

て見ることとする。

　甲，乙とも一等から三等まで全て居間中心型である。

そうして甲，乙とも一等は居間を椅子式とし，夫婦寝室

を夕タミ敷とするものである（4－5図，4－6図）。乙

案では，食卓に藤井厚二式がとられている。居間，夫婦

寝室を畳敷とした案は，甲では二等にな1），乙では三等

になっている。居間及び夫婦寝室を椅子式にした案は，

甲で三等，乙では二等になっている。
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4－5図
「建築博覧会住宅設計図案集」

建築資料協会編（昭和8年）
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　一等になるためには，椅子式居間を中央にとり，この

居間を通り抜けとして，左右に畳敷の夫婦寝室と椅子式

の子供部屋を配置することが必要であった。

「朝日住宅」では居間中心型とはいえ，夫婦寝室，子供

室のとり方は一定せず，種々のとられ方をしていたが，

この時期に居間中心型平面の一つの型が出来上がったと

いえるであろう。それはまず，家族中心主義の観念を具

象化するため，アメリカのリビングルームを借りて来て，

強引に居間をだんらん室と定義づけ，形象的にも住宅の

将に中心に置くことであった。そうして明治期の親と大

正デモクラシーの洗礼をうけた子との親子新旧思想の対

立の時期を象徴するように，居間を中心として左右にそ

の寝室をとる形が出来上がった。西洋では考えられない

平面型で，親子断絶を思わせる形である。そうして接客

空間が，甲，乙案だけでなく，規模の大きい丙案でも当

選案には全くなくなったことが注目される。戸主権，家

長権が名のみで，内実が伴わなくなり「家」制度が崩れ

つつあったことを建築家が鋭くとらえたためであろう

か。

　次は昭和16年，建築学会が行なった「国民住宅」設計

競技である。その『審査所感』注に，応募案の平面型式の

分類が行なわれている。

　「1．中廊下によって室の配置連絡を図ったもの

　　　　・・17

　　2．中央に居問，食事室を設けその左右に個人室

　　　（寝室）を設けたもの・…・・35

　3．一方に居間，食事室を設けこれより個人室を横

　　に展開したもの……12

　4．総ての室を一列に並べたもの……5

　5．一階に居間，食事室を，二階に寝室を設けたも

　　の……4

　起居様式について次の通りである。

　1．主な生活（少なくとも居間，食事室）に椅子式

　　を用いたもの……55

　2．大体畳式を主とするもの（子供室，応接室を椅

　　子式とするものを含む）……18」

　以上から，椅子式の居間を中央に設けた居間中心型が

多いことが知られる。そうしてまたしても一等は，椅子

式の居間を中央にとり，畳敷の寝室を左右に設けた案で，

二等が全て椅子式の案であった（4－7図）。
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　当時建築家としては一等案の平面構成が最ものぞまし

いとされていたといえよう。中廊下型平面については，

審査評に「平面計画の技術が向上せられて居る事が，中

廊下が少ない事によって知られる」と述べられ，庶民住

宅のモデルプランとして採用しておきながら，相変らず

のぞましくない平面型として遇されている。

　建築家の描く住宅像と庶民の現実の住宅との間の乖離

は，常に避けられないものであろうか。戦争が激化し資

材の統制から，一般住宅の建設は停滞し，工場労働者向

の国民住宅が建設されるに過ぎなかったことから，平面

型の動きは全くなかった。しかし西山夘三氏を始めとし

て，市浦健氏，森田茂介氏等の戦後につながる貴重な理

論の構築が，この戦時下でなされた。特に西山氏の「建

築計画に於ける動線」の研究から始まって，一連の庶民

住宅の住み方に関する研究，なかでも「住居空間の用途

構成に於ける食寝分離論」は，戦後の住宅に大きな影響

を与えた。庶民住宅の住み方を，調査を通して客観的に

捉えたもので，建築家にとって初めて客観的に認識する

方法を提示したものであった。

5．戦后の住様式論

　第2次大戦が終了すると，旧家族制度を民主化し，基

本的人権を尊重するという社会変革に対応して，住宅内

の個人生活を確立し，民主的な家族生活を実現すること

が住宅の課題であった。国枠主義のもとで，物も言えな

かった長い桎梏から解き放たれて，蓄積を持っていた人

達が，一斉に発言を始めた。450万戸という莫大な住宅不

足数を建設しなければならない時こそ，過去の非合理的

非能率的な生活様式を，根本的に改める絶好の機会であ

り，「戦災という大きなわざわいを，新しい跳躍のふみ切

り台に転じ得る」注との意気込みであった。

　民主主義を標傍する以上，その矛先は，まず半封建的

で家父長制の象徴とみなされた接客空間に向けられた。

他の一つは，文化立国の旗印を掲げたことから，決着を

追られた積み残しの起居様式の問題である。この二点が

最も大きく取り上げられたが，他に取り上げられた事項

も含めて，その殆どが大正期に既に問題とされたもので

あった。問題にされながら未だ解決がつかないまま，持

ち越された改善事項であった。社会変革とともに，第二

の住宅改善高揚期が到来したといえよう。

　接客空間について，最も早く主張された例としては，

昭和20年の今和次郎著「住生活」が挙げられる。その中

でまず，これまでの社交は，旧家族制度に規定されて，

「儀礼的であり，義理づくであって」，また「虚偽があり，

虚栄があり」，この不健全な社交が，家族生活を著しく圧

迫していたと指摘している。そうしてこの社交のために

接客構へが最重要とされ，「見せかけの造形物」であった

注　西山夘三，「これからのすまい」

と断じられた。そこで、今後の社交は「外部的或は事務

的社交」と「親密な心で語り合う社交」に限定すべきこ

とを提唱され，前者は茶の間の縁側で行ない，後者は茶の

間で行なうことを提案され，今後の社交は，「茶の間即ち家

族室中心」に行なうことを主張されている。「接客構へ」，

即ち座敷・客間を廃止する主張である。廃止の理由とし

て，社交生活の面から詳しく指摘されたことには新味が

あるが，その提案は，同盟会の居間を茶の間に代えたに

すぎなかった。

　起居様式については，昭和21年7月に建築学会建築規

格原案作成委員会が行なった懇談会が注目される。学会の

お歴々17名で行なわれているが，全員椅子会支持である。

その理由は，大正期にとりあげられた理由から一歩も出

ていない。ところが，椅子式への移行方法となると，俄

然種々の意見が出されている。「漸進主義では，いつまで

経っても変らぬ」とする急進派，「一遍に洋風の生活に飛

躍するといふことは，感情の点からいっても非常に困難」

ゆえに，自然に移行すべきとする漸新主義，「立って仕事

をする必要に迫られるやうな建築的な設備を先にして，

それから必然的に要求の出た場合に，それに当嵌る家具

を考へて行く」という発展主業，寝室は畳で，居間は椅

子式という折衷主義，従来の重い布団ではずり落ちるの

で，ベッドの生活は成りたたないため，結局折衷主義と

なるとの論等である。当時の社会情勢を反映して，「米食

生活は家事労働が多く，これをまづ征伐してかからなけ

ればならない。主食が工場で出来るといふ状態でなけれ

ばいけない。」などの論も飛出して，議論は発散したまま

で終わっている。

　その後，接客空間の廃止については，理論的には肯定

されながら，長い伝統の力や庶民の捨て切れない感情を

読み取って，建築球にも戸惑いがあったと思われる。例

えば，田辺泰氏は，注「従来の封建的生活態度や様式を沸

拭して，新しい理想による生活に推進せしめなければな

らぬ」と主張し，「従来のわが国の住宅は，その形式から

内部機構に至るまで，すべてに封建的遺風が残って」い

て，特に「所謂座敷の構へ」に残っているとしながらも，

次のように座敷を単純に廃止するのではなく，その運用

の仕方を改めることを提案されている。問題なのは，「形

式的礼儀的なものとなり，親和的でなく乾燥した封建的

なものとなり勝ち」なところにあるとされている。また，

新井格氏の「床の間なんかぶちこはして，床の間の象徴

する君臨的既成意識をなくするがよい」との床の間廃止

論に対して，次のように述べられている。

　「……封建時代の座敷には威と厳とが内在し，（その

　意義が大分異なり）今日の座敷には礼と美が内在す

　るのであるから、今日の座敷が封建時代の伝統形式

　を持つが故に，全的にそれが封建的であり，非民主

注　田辺　泰，「住宅雑姐」，昭和21年12月，彰国杜刊
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　的であると貶し去ることはできないと思う。

　それ故私は日本的な礼と美は，今後も大いに重要視

　すべきであり，従って床の間をもつ日本座敷につい

　ては，今後は更にその運用上の点を十分考慮して，

　親和的明朗化すべきであると思っている。」

　その運用方法としては，茶室的運用の仕方が想定され

ている。座敷の使い方を変更しての温存論で，歯切れが

悪く，当時の激しい民主化論の前でけかき消されて了っ

た。

　昭和22年には，西山夘三氏の名著，「これからのすまい」

が刊行され，戦後の住宅計画のバイブル的役割を果たし

た。我が国の住宅関係の暑述の中で，すまい様式を綜合

的に扱ったものとしては，同盟会の「細目」と双壁とも

いうべきものである。とり挙げられている項目は，起居

様式・プライバシー・室の独立性・機能分化など，以前

から指摘され問題とされたものの集大成であるが，「細

目」に比べ，氏の「現状の分析」による研究成果に基づ

いて書かれたもので，説得力に富むものであった。氏は，

あくまですまい様式を問題としたのであって，「具体的」

な建築の形にまでは至っていないとされているので，「復

興建設住宅の計画基準案」については，十分説明がなさ

れていないが，平面計画の流れを追う以上，この時期の

考え方を知る上で見逃すことは出来ない。

　食寝分離論者らしく，人数に応じた数の寝室と食室が

まず挙げられ，寝室はユカザ式で，食・居室は，イスザ

式を引き入れることが主張されている。第三の室として

正室が必要とされている。正室とは，「住戸内の『ハレ』

の室であって，集会応接，家族儀式などに利用するアツ

マリベヤ」であって，「北面を原則」とし「玄関に連絡す

る」位置にとることが想定されている。何故「正室」と

名付けられたが不明であるが，「昔の所謂『座敷』によく

似た」空間を必要な室の一つとして挙げられている。こ

れは，「極めて小さな住宅から接客構えの根強い執着が看

取」されたためである。「第四の性格の異なったヘヤ」と

して隔離作業室が挙げられている。「静かな，精神を集中

する作業」のための空間で，従来の「書斎」に類似した

空間である。これらの諸室を構成するには，玄関及び食

室を通路として使用し，中廊下は出来るだけなくするこ

ととされている。庶民の生活分析から導き出された案故

に，極めて現実的なものであった。しかし，この具体的

な案は，当時極小住宅しか建設されなかったことから，

抽象的なすまい様式論ほどには問題とされることはなか

った。

　この西山氏の案を，より現実的にしてオーソライズし

たものが，昭和23年度の「建設省住宅基準」注といえよう。

その一般基準には，「就寝室は独立性を尊重し，別に食事

室（茶の間）を設け，夜問の通路となる様にすること」

注　建設省，「住宅基準」，昭和24年，彰国社刊

とされ，さらにその「解説」において，「食寝分離一食べ

ることと寝ることを別々の部屋ですること一はたとえ小

住宅でも厳守したい，住い方の原則である。又就寝室殊

に夫婦室は，独立性を保たねばならない。中廊下などを

つくらないこれからの小住宅については，後間使用しな

い食事室を夜の通路に使うように設計するとよい。一方

住いを椅子式に改善してゆく場合には，先づ食事室より

はじめるのが良く，板張の食事室は，この食寝分離の方

向と合致する」と敷桁している。

　その他では，又もや中廊下が忌避されている。平面の

利用度を極力高めるために，「中廊下や広い玄関は在来の

大邸宅の名残り」であるから，「中廊下を廃止し，玄関の

面積は節減する等の考慮を払うこと」と，中廊下は大邸

宅の名残りとの認識で，この意味からも廃止が叫ばれて

いる。にもかかわらず，何時もの通り，付図の木造住宅

の間取りの参考例の中に入れられている（5－1図）。し

かもこの平面型について，次のような興味ある解説がつ

けられている。

　「……前の各型が最近の小住宅の合理化という考え

　に基づく，新しい平面型であるのに対して，この型

　は明治以後の我が国の住宅に最も普通に見られ，最

　も一般に好まれている型であることは興味深い。」

　忌避しながらも，建築家が興味を示した最初の発言と

いえよう。
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 　昭和24年には，戦後の住宅，特に公共住宅に大きな影

 響を与えた浜ロミホ著「日本住宅の封建性」が出版され

 ている。先に見たように，伝統的感情もあり，封建的性

 格の空間といえども，一朝一夕に捨て去る事が出来ない

 のを見てとって，建築家の発言にもややためらいが見ら

 れたが，所謂「日本的生活」とは，全て「封建的性格」

 であって，改善されるべきものであるとの直裁的な抗議

 的な発言は，建築家に強く印象づけた。氏も5年後の再

 版にあたって，次のように述べられている。

 　「私が見当外れをした主な原因は日本の社会の近代

 　化の可能性を甘く楽観的にみすぎていたことだと思

 　います。現実は，おそろしく複雑な屈曲を経て進ん

 　でゆくようで一時にガッカリさせられる位に後戻

 　りもします。この複雑奇怪な現実にぶつかってみる

 　と，本書に述べてあることは余りに一本調子で，単

 　純に割り切りすぎているという感じを免れません。」

 　確かに庶民の住宅には，「玄関」という名は牢固として

 使用され，床の間も追放されることはなかったが，公共

 住宅では台所の南面化した平面型が表れ，接客空間は

 後々までも考慮されることすらなくなる原因を作った。

 　これまでの蓄積に加えて，研究室の成果を盛り込んで

 作成されたのが，吉武研の51CN型平面である（5－2

 図）。建設省からの委託によって設計されたモデルプラン

 である。食寝分離をはじめとして，就寝分離，接客空間

 の廃止，椅子化，台所の南面化などを実現した平面であ

 り，特にDKの提案は，公共住宅においてはDK系列を

 産み，一般庶民住宅にも広く取り入れられるに至った。

 これ程一世を風靡した提案は，空前絶後で唯一のものと

 いえよう。DK作成の意図は次のようなものであった。従

 来台所は，格式の低い空間で，男特に主人は立ち入るべ

 きではないとされて，小住宅においても一室として区画

 されていた。男女平等の建築的表現として区画を取り払

 い，最も能率的に食事室と一室化したことである。次に，

 住宅内において最も活動的な家事労働の行なわれる空間

 を，椅子化したことである。さらに，居心地のよい南に

 面して位置させたことである。当初は，椅子座に対する

 抵抗もあって，意図通りには使用されない家庭もあった

 一 ’  ’ 一
 二 　■1一一　皿

 1  一

 一

 リd，1一
 ■廿　　　　　　　　■■1」’

 1一雌

 ノo

 王一王」；

 　　　＼　　　、1■一　　　　　一’…　　　…　一1■I’’1一’’111
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 が，次第に浸透し，常識化するに至った。ただ，従来の

 茶の間における使用形態，すなわち，食後引き続きだん

 らんを行なう形態は崩れ，会話が中断する新しい問題が派

 生した。それでなくとも，会話が少ないといわれる我が

 国の家庭生活から，さらに会話の機会を少なくしたとい

 えよう。

 　以上のように，敗戦後の論じられた内容を見ると，大

 正期の論点に酷似しており，理論的に強化されたにすぎ

 ないといえよう。論の背景にアメリカ住宅が存在してい

 ることも似ているが，戦後は明文化されていない。当時，

 全てに渉ってアメリカカ噸範であった。意識的にアメリ

 カ文化への反発もあったが，大きな流れとしては30年前

 のアメリカ住宅模倣が生き続け，さらに新しい支配者と

 してのアメリカ住宅が，意識の中に介在した。

 　従って，住宅金融公庫が発足して独立住宅が数多く建

 設されるようになっても，その平面は大正期に形作られ

 た3タイプの平面型から変化することなく，そのまま受

 け継がれていた。3タイプのうち，庶民に最も好まれた

 平面型は，依然として中廊下型であった。しかも，玄関

 も接客空間もなくなるどころか，逆に，これらを設置す

 る傾向が強くなった。次に掲げる例は，筆者の体験であ

 る。「日本住宅（7）封建性」を読んだばかりの25年，福岡県

 庁に勤める先輩を訪ね，筑豊の炭住を建てるにあたって

 の意見聴取に，ついて行った時のことである。集まった

 のは，労組幹部であったが，先ず，出て来た要求は，「玄

 関と床の間のある家を作ってくれ」であった。これが，

 当時最も意識が高いといわれた炭労幹部の言葉かと驚い

 た。若げのいたりで，「日本住宅の封建性」の受け売りを

 盛んに試みたが，座はますます白けるだけであった。先

 にも見て来たように，建築家と庶民との乖離は何時の時

 代にもあるが，距離を縮める努力は，この時期にもなさ

 れていない。

 　5－3図，5一4図は，いずれも昭和26年発行の住宅

 金融公庫編『木造住宅平面図集一九坪から二五坪まで一』

 に掲載されている平面図である。5－3図は，西洋式住

 宅であるが，大正期の平面から少しの進歩も見られない。

 それどころか，5一4図は同盟会の文化村出品住宅（3

 －7図）の便所・浴室の位置が玄関脇に変更になっただ

 けで，そのとられている空間も平面構成も全く同じであ

 る。
 　一方，建築家によって作られた集合住宅の住戸では，

 食寝分離・就寝分離を軸として構成され，接客空間は全

 く無視されていた。空間を無視するだけではなく，接客

 行為そのものにも，関心を払うことすらされなかった。

 住戸調査では，最も優れている鈴木成文氏の調査におい

 ても，接客行為を他の行為との関連で僅かにとらえるだ

 けで，行為そのものは意識的に除かれていた。
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6．居間空間にっいて

　日本経済の高度成長とともに，T．V．をはじめとしと

耐久消費材が出回り，公団層では居間空間への要求が高

まっている。鈴木氏の「昭和35年調査」においても，「現

状のアパートの限られた枠の中でも，公的な生活のため

の空間として，独立のヘヤ，あるいは独立しないまでも

公的な性格がより強い空間を要求し，また，これを創り

出していこうとする動向が認められる」としている注。昭

和39年の東京オリンピックを機に，T．V．が急激に普及

すると（6－1図），居間への要求はさらに高くなり，

LDK系列の住戸が作られるようになった。

　そのLDKの取られ方は，茶の間的発想ではなく，椅子

式のL＋DK的発想であった。大正期の規模が小さくな

い眼りは，居間と食事室とを分けてとる方式を受け継い

だものであった。「細目」においては，強引にだんらん空

間を「居間」と名付けて押し付けたものが，漸く社会的

にも認知されることとなった。

　もともと「居間」は，特定の主体のための行為系の名

称であった。すなわち「主人の居間」，「主婦の居間」で，

その特定の主体が日常的生活をくり展げ，寝る行為も行な

われる空間であった。「常に起き臥しする室」であった。

　次に示す例から，明治20年頃の「主人の居間」の性格

を知ることが出来る。

　「主人の居間に家内が入ってゆくときは，お客のよう

　に他所行きの行儀だった。こども達が座敷に入って

　ゆくときにも，他所行きの心持と恰好をしていた。

　また父にでも呼ばれた時でなければ，こどもが座敷

　に入ることなどはなかった。それはたいてい叱られ

　る時なのでいい加減の歳になってからも父に座敷に

　呼ばれると，また小言かと，ビクビクしたものだっ

注　鈴木成文，「建築計画学6」
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　た。　　（中略）－そんな風て，家族達は，土蔵

　の前の長四畳の部屋と，それから一段上った，茶の

　間の八畳の部屋に閉じ籠っていたので，自分の家の

　座敷が，珍らしく眺められるのであった。」注

　封建的家族生活においては，主人の権威を保ったため

に一室に居を構え，先に見たように食事も自室でとって，

日常的には家族間の交流はなかったといえよう。一方，

「主婦の居間」については，次のような記述が数多く見

られる。

　「……主婦に取って最も重要な所であるから……何

　れにしても日夕使用する部屋であるから……特に主

　婦が一家を采配する為には，便利の多い階下を撰び

　……即ち子女の養育，奉公人の取締その他諸種の事

　物を取扱ふに便利でなければならぬのである。」注

　このように，「主婦の居間」は，主婦を主たる行為主体

としながらも，子女の養育の場であって，主人を除いた

家族の集まり部屋であった。6－2図は，明治26年発行

の「新撰小学語本」に見られるものであるが，「主婦の居

室としての居間」があり，この部屋は，「こなた」で身近

な居室としてとらえられている。

注　長谷川如是閑，「ある心の自叙伝」
注　長谷川眞治，「和洋折衷の住宅」，大正9年
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6－2図

　このように，規模の大きい住宅では，「主人の居間」と

「主婦の居間」とがともにとられていたが，規模の小さ

い住宅では「主人の居間」は座敷と兼用され，「主婦の居

間」は食事の場である茶の間になることが多かった。

　明治の中期になると，「父」「母」「子」を主たる家族構

成員として，家族が集まること，和合することを「一家

団らん」とし，これを国家安泰の基礎として位置づけて

いる。すなわち，父・男子は家庭外における労働者とし

て，母・主婦は家政を司るものとし，子供の教育を二人

の力をあわせて行なう「一家団らん」が必要なことを提唱

している。小学語本にも理想的家族像として，父は外で

の労働，母は家に在って労働，子は学校に行く図式のも

とに，夕食は家族全員が集まって，楽しく会話を交わし

ながらとる情景が描かれている。そうして，「一家団らん」

のためには，会話が重要であるとされている。特に，児

童の教育に必要とされている。

　「家庭間の談話は，家庭の教育上頗る勢カを有し，感

　化力を有するものなり，一家団らんとして談笑快話

　するの際に当り，父母の膝下に纏々たるあどけなき

　黄口の稚児は……」注

　この会話が最も行なわれるのは食事時であるとして，食

事の役割の重要性を，堺利彦氏が自著で強調している。

　「食事のときは，すなわち家族会が開けたのである。

　いわゆる一家団らんの景色はもっとも多く食事のと

　きである。この点から考えれぱ，食事はかならず同

　時に同一食卓においてせねばならぬ。食卓といえば，

　丸くとも四角でも大きな一つの台のことで，テーブ

　ルといってよい。シッポク台といってよい。とにか

　く従来の膳と言うものを廃したいと我輩は思う。」注

　このように，父も加わり，一家全員が同時に食卓をか

こんで会話を交わしながら食事をとり，食後もその会話

を続けるという図式が始まった。

　大正期に入ると，この「一家団らん」の図式は，さら

注　「家庭雑誌」，「家庭の談話」，明治29牢
注　堺　利彦，「家庭の新風味」，明治37年

に「深く意識されるようになり，人生のおもな楽しみの

一つになった」と，『婦人の友』誌上に文学博士三宅雄二

郎氏が述べている注。さらに，その意識の向上は，19Cの

欧米において，家庭崇拝思想が広まったのに影響された

ものではないかとされている。家庭を重んじることの具

体的現象が，「一家団らん」であった。また，社会の変化，

つまり競争社会が成立したことで，「一家団らん」の楽し

みを意識するようになったと解釈されている。このよう

に，「茶の間」が食事室となり，一家団らんの場となって

も，「居間」の概念は，依然として「主体の居室としての

居間」であった。

　6－1表，6－2表は，国語辞典の中の「居間」の意

味内容が共通するものを纏めたものである。明治時代の

「常におき臥しする室」や「（つねに）いるへや」のよう

　　　　　　　6一一I表　調査辞書一覧

b ㎜脾聯曜崖8■名 山o蛇

1 醐

2 工25①．困日ホ犬～■
3 工η 8ホ榊 ㎜
4阯45 ことぱのいづみ犬■㎜
5 一．3 ■■いろ舳立11㎜
6 一．8S．146．20犬日榊 ■”

1一．10＆η日ホ大舳必口■舳

8 一．12σ．㎜鮒 三欲
9 5．9 棚 平凡＆
10S．105．19舳

11S．11S．2‘s．ω醐
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咽ふ∬＆41蜘

14ふ33
徽 8黎㌍
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注　『婦人の友』「ト珂繁の意識」，■大正4年
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に暗に特定の人を主語としたものから，大正3年の『模

範いろは辞典』では，「常に定まって人のいるへや」と特

定の人の居室であることを明確化している。6－3表は

同様に，「茶の間」についてみたものであるが，大正時代

になっても，まだ「家族の食事する室」となっている。

　一方，この時期，先に述べたように，アメリカ住宅が

盛んに紹介されている。紹介するにあたって，その室名

の対訳が問題である。さらには，アメリカ住宅直写の住

宅を設計した場合，その室名の書き込みにも困ったと思

われる。DINING　R00Mは食事室として問題なかった

が，LIVING　R00Mに対応する空間は，我が国の住宅に

はなかったからである。ヴォーリズも次のように述べて

いる注。

　「住宅としては，台所と寝室とがあったならば，それ

　で十分生活できる筈ですが，それだけでは吾々どう

　しても満されない。時にはお客も來る，時には，い

　ろいろ仕事をしなくてはならぬ。假令さういふこと

　をしなくても，少くとも一家族といふものの生活を

　するために，もう一歩進んだミニマムの問題が起っ

　て來ます。それは何と言ったらよいか。リビングル

　ーム。日本語には適當な言葉がありませんが，やは

　り居間といふのが一番近いでせう。リビングルーム

6－2表

行8主体　　行＾ 竈味　内　容 8当饒■讐号
二河にコれた
80⑭山鴉

A）竈に8む臥しする童．…………一・・……・・
B）（つおに）ゐるへや．…一・・…一…一・・
C）竈に定まって人⑳ゐる、へや．・……一…
D）触が（つねに）口っているへや．・…・…
E）触が（つおに）いるへや．・一一……・・
F）蛾がいつもいて使う部口．…一……・…
G）蛾がくつろぐへや．一一………・……・・
H）蛾が8ま9て、くつろぐ部口．・一・・・…
1）鮎で日竈くつろぐための部し・・…・一・
J）住宅で触が日竈竈まgてi口ごす部口＾．．
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3　14　1721　26
5

1819222830

2326一
η
2025

24
31

囚

Ω沿2～ω
Ω沿刎

（犬工　3）
○酌ω

（■酌ω
卿㈹

○酌⑫
①酌ω

○酌6Φ

○酌5’η・

箏二8以下の竈味内容
8）居室…
b）o童…
c）口童…
d）部口…
O）室凹…
f）坐凹…

1　46’79　101213　14　15　172122262728
1247910
2
6

10
10

ω沿21～ω
Ω沿2～20
側む靱

（大正　8）
旧酌10じ
○酌10）

行＾主体　　行　お　　o所竈喋内容

6－3表
　　　　　　　　　　　口伽に量れた
臼　当　壽　■　弓　号　　　　辞■の出脹年

E萎1

［≡コ

オ■など

▲■

▲■など

£○
▲■など
亡■など
　十
だんらん
▲リ
亡■
　…くつろぐ

・ほ舳紗帆

B〕ま崖うの▲8する室．一・
C）まなのオ■する童…　……圏1誰幾1灘11ξ：1；llll

　　・）鮒舳⑭1ω†餓紬する一れ・一・一

－45－



　は，西洋館でもまだ八十年か九十年前から出來たも

　ので，昔の西洋の家にでも意味が違ひ、況して日本

　の居間といふ意味とは大変違ひます。」

　また武田吾一氏は，「茶の間」と訳し，滋賀重列氏は「客

室」とし，前田松韻氏は「住室」としている。英和辞典

を見ると，「LIVING　ROOM」は，大正四年の『井上英

和大辞典』に「居間・茶の間」とし，「SITT1NG　ROOM」

は「坐席・居間・居室・茶の間．と訳され，明確な概念

規定はされていない。昭和3年の三省堂『英和大辞典』

において漸く「【米】居間」とアメリカ語として「居間」

があてられている。和英辞典では，「居間」「茶の間」の

対訳として，明治19年の『和英語林集成』では「SITTING

ROOM」，「DINNING　ROOM，TEA　ROOM．」として，

明治24年の『和英袖珍断字彙』では，「茶の間」が「DIN－

ING　R00M」とあるだけで，「居間」は載っていない。

当時の居間にあたる空間は，米英にはないという編集者

の考えであろう。大正2年の『新選和英辞典』において，

「SITTING　ROOM，LIVING　ROOM，PARLOUR」と

して始めて「LIVING　R00M」が出て来る。大正13年の

『スタンダード和英大辞典』以峰，米語として「LIVING

R00M」があてられている。

　ヴォーリズ氏の言によると，LIVING　ROOMなる空

間は，大正12年からさかのぽること80～90年前頃にアメ

リカで出来たようである。英英辞典についてみると，1891

年の「MIDDLE　ENGLISH　DICTIONARY」には，

「LIVING　RO（）M」「SITTING　ROOM」の記述はなく，

「PARLOUR」についてのみ記述があり，「for conversa-

tion」の部屋とされている。1904年の「CHAMBERS’S

TWENTIETH　CENTURY　DICTIONARY　OF　ENG-

LISH　LANGUAGE」に，漸く「LIVING」の中の用語

として「LlVING　ROOM一が現れる。そして，「for general

family use」の「sitting room」とされている。この「for

geneml　use」は，その後の辞書の「LIVING　ROOM」

の意味内容としてよく使われている。

　我が国において，「LIVING　ROOM」に「居間」とい

う訳語をあてた最初の人は未だ不明であるが，大正期に

入るとかなり使用されている。そうして「居間」を「だ

んらん空間としての居間」に明確に概念規定をしたのは，

先にみたように，大正10年の「細目」であった。建築家

としては，アメリカ住宅のように，だんらんと食事とは

機能分化すべきであり，機能分化するとすれば，従来の

「茶の間なる名称を用いぬこと」にし，だんらん空間を，

次第に「居間」とする建築家が多くなったのをみてとっ

てのことと思われる。しかし，これは建築家にだけ通用

する概念であって，一般には昭和期に入っても，だんら

んと食事の空間は「茶の間」であって，「居間」は「主体

の居室としての居間」であった。

　「だんらん空間としての居間」が社会的に認知されるの

6一一4表　福岡県下建売住宅の主たる団らん室の呼称と位置
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は，6－3表でみるように，昭和42年からで丁度集合住

宅において居間への要求が高まり，LDKが作られ始めた

時期であった。

　しかし現在においても，完全に「団らん空間としての

居間」なる概念に認知されているとはいいきれない。

6－4表は，福岡県下の建売住宅のだんらん空間の呼称

と位置とをみたものである。設計者側としては，DKの隣

接室をだんらん室とするものが89.4％と圧倒的に多い

が，その呼称は「いま」とするものは39.2％と％強にす

ぎない。TV関係の呼称が12.4％，「ようま」と呼ぷもの

が12.0％と，「だんらん」を直接的には表現しない室名呼

称がかなり見られる。ただ「ちゃのま」を呼称するもの

が僅か6例であった。しかし福岡県下のT短大の自宅に

ついてみると（6－5表），「いま」と呼称するものは19.8

％で2割に満たない。「ちゃのま」が18.0％も呼称されて

おり，特に洋室でありながら呼称しているものがある。マ

ンションあり，建売住宅あり，さらには建設年次の古い

住宅もあって厳密さはないが，未だに慣れ親しんで来た
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 「茶の間」なる呼称が生きている。

 　以上のように建築家としては主たるだんらん室を「居

 間」と必ず呼称しているが，一般的には意外に少なく，

 他の呼称が使われており，「だんらん空間としての居間」

 の概念が不明確といえよう。

 　では，そのだんらん空間でいかなる行為が行なわれて

 いるかを後者の調査でみると，最も私的な行為である就

 寝に，和室では2割5分程度も未だに使用されている。

 しかもその62％が夫婦の就寝に使われている、着替え，

 整髪，化粧など私的な行為も行なわれている。ただ西山

 夘三氏によって行なわれた1936年の調査結果，すなわち，

 居間の寝室利用率は79％であったことに比べると，かな

 り少なくなったといえる。

 　母が主体の家事についてみると，裁縫類，洗濯物の片

 づけ，アイロン等がかなりの割合で使用されており，昼

 間はかつての「主婦の居室としての居間」に近い趣があ

 る。ところが父主体の勤務上の仕事の家庭内への持ち込

 み仕事が，8.7％この部屋でなされており，現在「主人の

 居室としての居間」がないことから，夜は父がこの部屋

 の主人になっていると証といえよう。

 　だんらん研究には広原盛明氏のすぐれた論文があり，

 氏の位置様式の分類を借りると，＜結合型＞のコミュニ

 ケーションの行為である会話は58％と少なく，かつて一

 家だんらんの主役であった会話も現在ではその面影もな

 い。会話にとって変わったのは，＜求心型＞のコミュニケ

 ーションの行為であるT．Vである。＜ながら＞を含め

 れば居間での完全な主役となっている。＜新聞＞＜ごろ

 寝＞の＜浮遊型＞がそれぞれ70％に達し、だんらんの空

 間というよりは，くつろぎの空間として使用されている

 ことを示している。従来から指摘されているように，＜求

 心型＞のTVは非だんらん的性格であって居間の主役

 であってはならない。一方＜結合型＞は少なくなって来

 てるとはいえ，儒教的な親子関係にもとづく一家だんら

 ん，すなわち家族全員が集まって同じ行為を行なう式の一

 家だんらんが，だんらん様式の理想像として求められて

 いる。

 　しかし先に見たように，会話を手段とした一家だんら

 んが家庭の理想像とされて来たが，食事中の延長として

 の会話であり，その場所も主婦の居室としての居間であ

 る茶の間であって，真の意味のだんらん空間ではなかっ

 た。これが未だに影響して，依然として居室としての居

 間の性格が残っている。親子の間に．上下関係がなくなり，

 対等平等の関係になったとき初めて「だんらん空間とし

 ての居間」が成立するといえよう。

 　最近漸く居間の性格が変化しつつあるといえよう。家

 族がばらばらでも寝ころがっていたりする＜浮遊型＞の

 コミュニケーションがふえているからである。「for gen-

 eral use」の居間になるべきであろう。そのためには，椅

 子式の居間では，家具から行動が規制されないように，

 一家だんらんを前提とした家具配置を変えることが必要で

 あろう。或は椅子は最小限にして，床坐のスペースを広

 くとることも考えられる。現に冬は椅子は片付けコタツ

 を入れている家庭もある。また，子供とくに幼児が玩具

 などで遊ぷ空間もない。

 　基本的には＜浮遊型＞のコミュニケーションのために

 は，面積の拡大が必要である。「細目」で椅子式にしても

 面積は増やさないでよいとされて以来，多くの建築家が

 これに同調した結果，未だに狭い居間が作られている。

 6－3図，6－4図は同面積の建売住宅である。1O帖の

 居間は我が国では平均以上の面積であるが，しかしこの

 面積では＜浮遊型＞のコミュニケーションには不足であ

 る。

 ■1　　　　　一．

 　←H！
 　■“□o■ 　H量

 6一一3図

 ζ二詔．ト

 ・＝コ
 　　1嗜　●匹物医床百旧108剛32坪）

 建売住宅（福岡市近郊）

 u凹■　一’　一■一 誠
 ■  口　　’

 』1▼1I1伽  ●　1一

 I一■o ＾oo■2 ”＾8■■n 01□1I．0，  501■口
 ・

 』  ・ 一
 ’・・　　　…1 …　　　■
 ．一  ρ
 1■oI18  ・

 ●
 均

 ’’一’　　一一’＾一 ● u“m㎜　ω1孤π
 箏‘o8＾

 ‘u  o＾＾▲08

 、， 、　“一 錘O。  、

 岬㎜｝帥雌［　　　吐㎜
 　　　　　　　服困8町u沮

 　　　　　6一一4図　建売住宅
 　　　　　　　　　　（米・1コスアンジェルス近郊）

 7．接客空間について

 　居間空間の面積拡大を計るには，6－3図と6－4図

 との比較で見るまでもなく，接客空間をなくしてその面

 積を居間にふりむけることである。多くの建築家によっ

 て，大正以来度々叫ばれて来たことである。事実，建築

 家の手による住宅には，接客空間を廃止した平面型も数

 多く見られる。特に戦後は，封建的遺物として扱われ，

 近代的住居理論を展開する時には事実上無視され，その

 理論に基づいて作成された公営住宅においては考慮され

 ることすらなかった。

 　ところが，持家の独立住宅には，依然として座敷や応

 接間などの接客空間を持つ住宅が数多く建てられてい
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る。1982年～1983年の分譲独立住宅全国調査（10532戸）注

によると，接客空間を持つ住宅が86％で，持たない住宅

は70㎡以下の狭小住宅に多く，規模が大きくなるほど座

敷を設ける割合が高くなっている（7－1図，7－2図）。

ここで看過できないのは，40㎡台10％，50㎡台15％，60

㎡台50％が接客室を設けていることである。さらに，続

き間座敷が全プランの53％と約半数を占め，和＋和の典

型的続き間座敷がこの半数を占めている。なお，かつて

騎尿O
　〆

0

50　　　　　　100％

40　　　　　　　　接客窒なし

60

80

100

120

140

応接閻

続き闇座吸　　　　　　　一つ閻座吸

和十和　　　和十洋

マラニ似
　53

296

　591

16｝

2361

2334

1874

　808

272

　134

　68

x40m2未満150m2以上を除く　　　　　　　　　　　　　10452

　　7－1図　延べ床面積と接客室のとられ方

和十和28．1

50　　　　　　　　　　100％

和十洋24．5

続き間座吸52．6 一つ間座籔32．3

座敷8510　　　　　　　応接簡0．7

　　　　ヨ要客彗…あり85．7

侠給プラン

嗜好プラン

7－2図

鑑

な　’し

　　　　　　ヲラン籔10，532

接客室のとられ方

0　　　　　50　　　　100％

10，532稟

3，026票

凡例　1繍間座籔和・和…1応接間

　　　　　㎜続き間座籔　和十洋　［コ接客室なし

　　　　　蘭一つ間鰍

　7－3図　接客室の形態　供給プランと嗜好プラン

注　詳しくは新住宅普及会「住宅建築研究所報1984」

の文化住宅には必ずとられていた応接間は，他の居室が

椅子化するのに伴って減少し，僅か1％に満たず，一つ

間座敷（32％）がとって代わったともいえる。

　この調査は新聞広告によって収集した平面図であるた

め，庶民の座敷に対する意識とはいえないため，嗜好調

査を更に行なってみた注。全国調査及び1985年福岡調査に

おいても，供給実態以上に続き間座敷への要求が高く，

さらに和＋和の伝統的な続き間座敷への嗜好が半数に達

する程強いといえる（7－3図）。此方で作成した10種の

モデルプラン（7－4図）を提示して選択してもらう嗜

好調査でみると，全国調査では，(A)が30％も好まれてい

る（7－5図）。福岡の(A)，(E)，(G)居住者について同様

嗜好調査を行なった結果，(A)希望が44％，(E)希望が18％，

(G)希望が12％であった。

　以上に見るように，接客空間への要求，特に続き間座

敷への要求がいかに強いかをうかがい知ることが出来

る。これは，よく言われるように逆戻りなのであろうか。

戦後の狭小住宅では取リ得なかったものが，規模拡大と

ともに顕在化したもので，常に接客空間への要求はあっ

たと見るべきではなかろうか。集合住宅の居住経験者も

一戸を構える時には，統き間座敷のある住宅を望んでい

る。中には，持家を持つ楽しみは，反動として，続き間

座敷が持てることにあるとさえいう家族もある。

　接客空間への要求比率は，かつては現在よりもっと高

かったといえよう。調査がなく不明であったに過ぎない。

椅子式の導入により，また接客への意識の変化によって，

現在は，これでもかつてよりは要求比率が低下している

にもかかわらず，未だに続き間要求が77％に達する現実

を，建築家としていかに考えるべきであろうか。何故こ

のように強い要求があるのか的確には容易に捉えられな

い。続き間座敷選択者について見ると，「多人数の客のと

きに便利」との理由を挙げる者が断然多く85％にも達す

るが（全国調査），新築後2年以上を経過した住宅の続き

間座敷使用実態を調べると（1985年福岡調査），僅かに新

築祝のときだけの住宅が殆どである。上記の理由につい

で多いのは，「改まった行事などを行なうときに必要」57

％である（複数回答）。「多人数の客のときに便利」と殆

ど意味内容は同じで，不時の冠婚葬祭にあらかじめ備え

ておくためである。従来の設置理由が未だに守られてい

るといえよう。その他，「心理的に開放感がある」（38％），

「家族の日常生活（だんらんなど）のときに広く使える」

（28％）など，日常生活上の利点を挙げているものがか

なりあり，この点が，かつての不時に備えて空室化して

いたのと異なり，注目すべきである。

　伝統的な和+和の続き間座敷の使われ方をみると，(A)

では就寝に次の間が半数以上使われている（7－1表）。

注　詳しくは新住宅普及会「住宅建築研究所報1985」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勿論，家族構成によって必要寝室数も異なるが，2階の

寝室を空室にして，次の間を夫婦寝室としている戸数が，

かなリ見られる。「用心のため」「老齢化」などの一階の　　　 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;20

有利性に加えて，「2階に寝たいが子どもが嫌がる」など，

西洋式2階寝室がまだ定着していないことを示してい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
る。座敷就寝が少ないのは，一っ間座敷選択者が「泊り　　 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;　綿

客のあるときに便利」（66％），「いつも片付いた部屋が必

要」（52％）と同じ理由からであろう。

927　　　　96　　　343　　　264　　　494
0　　　　3，2　　11．3　　8．7　　工6．3

211　367　106　65　153
7，0　12．工　　3．5　　2．1　　5．1

囚固o回固固o固皿団

　　　　　　　　　　　　肋雌籔3，026コ

　　7－5図　嗜好プランの傾向　全国

コ
z

7－1表　家族仙成からみた就寝室のとられ方（囚タイプ）

就 寝 室 家族人数と 蒙族型 合計 夫婦寝室の位置

室 パ I　　　1　　　11；DK1座＝次≡！2階11接11のl　1一一一一r一一一一一2人 3 4 5 6 単複全 燃

数 タ Co＋Co一 CiC。 C1CjC。 CjC。㏄ ㏄ 腕合 座次 2 そ

／ 1 11僚11吸＝間＝111211室11 C。 C■C。 家家 の の

室 ン Cof Cof 族族体 籔間階他

2階 111O1．　　　I　　　1　　　．12
一　　　　　　　　　　　一

2－1
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6一
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6
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1一 21一
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4一 一　4
一 ■
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111O1O
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一2 一22
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6一
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6

一
■■’．1．一・一一■．Il．1・．一．■・■■・1一次 1O11O1■　　　I　　　　．　　　1
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一7 一11 11一

一
11一

■2 10（1）一（1）一
■一1■1一一1．一■一一’’1■■一■・■．．．・座 O111O1．　　　　■　　　1　　　1一1 一1 一1一

一　　　　　　　‘　　　　　　　　’一
3一 2（1）一 一（1）一

一一．1■’一‘’．■一一1－1一一・’一“■1・I座次 O1O111．　　　‘　　　．　　　．
一　　　　　　　　　　　・一　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　一　　　　　　　・

1一一 1 11
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一1 一一11 一一1 2 123
．

11（1）一（1）一
一一．‘1一■1■■■I．一一■■．■‘‘’■■一一3 座
O111O1O

i　　　　　　　．
一1 一一1

一　　　　　　　　　．　　　　　　　　　一一
2一 1（1）一 一（1）一

’‘’・1’一一一一■一■．一1．．．・・’一・．．座次 ・　　　．　　　．　　　・O1O11O1
一　　　　　　　　　一

一1 一1一
一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一一

2一
．

一（1）一（1）1
4 座次 O1O11O101　　　　1　　　1　　　．

‘　　　　　　　　一■　　　　　　　　　　　一’　　　　　　　　1　　　　　　　一
一一1 1 一2

・　　　　　　　　　　　　一一 一
合計

13 113 4616 212 4 47653 3（2）25（3）12⑤1

＊10印磁鰯室を示す ＊2（）内は夫婦別室寝のサンプル数　　＊3

　7－2表は，日常生活行為の場について見たものであ

るが，家事等に次の間がよく使用されている。座敷も次

の間も日常生活で全く使わずに，2室とも空室とする例

は，全く見られなかった。

　このように，明治以来，次の間は，接客と家族生活と

の融合空間としての役割，それ故に機能性格が不明瞭な

ヌエ的役割を果たして来たが，益々その傾向は強まって

いる。
　この次の間を椅子化して居間空間とした和＋洋の続き

間型（(E)タイプ）が，伝統的続き間型の発展型といえよ

う。供給・嗜好とも％を占め（7－3図），現在の我が国

住宅の一典型プランといえるまでに多くなって来てい

る。畳の部屋である座敷が，居間と連続しているため，

日常生活においても一体として使われると予想される

が，(A)の次の間の使用と大差なく，接客窄間としての座

敷の意識が働いていることを示している（7－2表，7

－3表）。この意識の差が同じ平面型であっても多様な住

み方となっている。それを可能にする平面型といえよう。

　せめて一間だけ畳の部屋で，床の間のついた座敷のし

つらえをした空間をとったのが，一つ間座敷型である。

その他は2室続けて、家族カ填中寝している

7－2表　目常生活行為の場

単位：戸

プラン 日砧 だん　らん 宝　■ 箒
生活行為主　　副次アイロフクイプ 洗o吻子供ω

使用室 洲　　　舳洲　　糊舳軸
座　　鐵一　　8（1〕4（1）3（1）1
次の闘 1　　6（2）20 23 1
DK慎悦室〃（6）　324（3〕23（ω10（4）
D　　　K3　　　2 5 2

込］ 2心童
’ 1（2）1 ■

小　　計48（6）　19（3）“（6）　50（5）14（4）
なし・不明 25（3）1（1）　一（2）■
迦籔回答1　　3 8（1〕　3（1〕／
計 47（6〕

座　　”’ 10 16（2）18（2）2
次の凹 4“4）1 19（1〕23 7（2）
D　　　K1 3 1 4

圧亘』2　艘室 1 2 9（1）7（1）■
小　　叶46（4〕　1645（4）　48（3）13（2）
なし・不明 31（4）2　　1（1）／
担敦固答1　　2 2　　4 ／
計 45（4）

座　　吸1
3 12（2）15（3〕一（1〕

DK接欄室35（6〕3（1）17（2）23（3）10（1）
D　　　K3 3 1 5（1）

c］ 2　心室 1（1） 9（3〕4（1）■
小　　針39（7〕　9u）38（7）　42（7）15（2）
なし・不明 25（3）1（1）　一（2）■
担籔固答 1 3　　6 ■
針 39（7）

刈　（〕は担合宝族のサンブル籔　　　　　　　　　　単位：戸
ホ2　子供の舳蜘こついては1心室を使用する幻合のみ8ねた
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供給は3割に達しているが，嗜好調査では半減するとい

う乖離の甚だしい平面型である。建築家に設計を依頼す

る層が好む平面型でもあるらしい。渡辺武信氏も次のよ

うに述べている注。

　「こうした個々の部屋に関する話が一応終わった頃，

　必らずと言っていいほど出てくるのは『それにもう

　一つの畳の部屋が欲しいのですが』ということだ。

　この“畳の部屋”の必要性は，少なくとも盤築主の

　最初の言語表現に関する限り，かなり愛昧である。

　これには住み手がなぜ畳の部屋が欲しいのか自分で

　も良く解っていない場合もあり，また自分なり1こ解

　ってはいても，その理由が日常生活上の実用的要求

　とは離れた，なにか非常に私的な感受性の深部に関

　るものであるため，言語化を抑えている場合もある。

　いずれにせよ，その理由に踏み込んで尋ねると，と

　りあえず返ってくる答は縁者の宿泊用であるとか，

　居間が散らかっている時に客を通すためとか，実用

　的機能に仮装されたものだ。」

　「さらに話し合いを重ねていくと，一間の床の間でも

　足りなくて，さらに一間の床脇がついたりして，“畳

　の部屋”の面積は拡大し，しつらえも本格的な座敷

　へと格上げされていく。」

　さらに，仏壇や神棚を祭り，縁側をつけたものが多く，

渡辺氏の言の如く，「半ば欧米化し椅子式化した日常生活

から閉め出された日本的な生活文化を一まとめにして安

置しておく，言わば文化的聖域」なのである。回でその

使われ方をみると，「改まった客」には多く使われ，格式

性の高い空間といえるが，日常的生活にもかなり使用さ

れている（7－3表，7－4表）。しかし，これらの行為

もこの部屋でなければならないという行為ではなく，あ

るから使用されているのであって，伝統的空間を一間な

7－3表　座敷への目常生活の入1り込み

度 就 座聰の使われ方
プ …』　　■　　　■　　　山　　　　　　　　■　　　　　　　　■■　　　■吸 竈
ラ 祓 室
ン 口 パ

「 ト llば
合討

夕 の タイ 有 1 勉強一．一．止．＿＿．＿（戸）
ブ 竈 ン

2脳 10 1 1 1よ．
㍍次の間21（3）3 1 2

［A』 ■』　　皿　　　■■　　　I　　　　　　1　　　　　　　　　　■　　■
27（3〕■■■■■川’o■一

有座吸 6（2） 1 1 （1〕壬；｛3）
一■凹　■　■　　』一　　　■　　　　　■　⊥■■」」山1］一■計 37（5）5 2 3｛1〕47（6〕

竈2陪 15ω 2 12（2） 33（3）
」　　■■一1■」一1■■1■■川…旺…」有座吸 5 2 3（］〕 12（1）
I■■■■」I」一■11■■」■」■■■■■■u」一1■■■L計 20（1）4 15 6 45（4〕

㌫2昭 13 2
■　1■■■　　■　■1…　　　　1■

30■　　■■■　■■■■』一…　■■■
Ω 有度吸 5‘（3） 　31■■」皿I 9（7）

■■■■』皿一■1’■計 18（3）2 18 】 39（7〕
合計（戸） 75（9）ll 35 10（1）13H17）

㍗1　表中のホは座鐵の帳容使用のないサンプル3例を表してい為
‡2　（）は祝含家族のサンプル撒
ホ3　座吸で主だんらんの行われる例はないので・だんらんは副次だんらんを表している

注　渡辺武信，「共同性の夢」『文化の活性化』，衿波書店

　　　　　7－4表　接客時の座敷の使われ方

丁■・「一一一’一’　　　　．
＼行為　　応対　1宿泊

　し一r一一一一一一一一一一　　　→一一一一一一一一合計
　プラン＼　改まった客　改まった客む
　　　、　　　　　　　　　　使枕い　　使う　使松い　　（戸）

＊1　表中の榊、親し熔脇之改ま泌客のない場合の各1例を示してM

＊2　　（）は複合家族のサンブル数

りとも残したいとする「文化の病理」現象かもしれない。

　以上見て来たように，接客空間への要求は，依然とし

て強いといえる。ただ，その強さも形式を整えることに

対する強さである。日常生活にもかなり使用されて来て

いるとはいえ，時たまの多人数接客に備えて，常に空間

を用意しておく．点が問題である。

　冠婚葬祭の諸行事のうち，最も頻度の高いのは，法事

である。地方によっても異なるが，33回忌までに最低10

回の法事を行なう処が多い。この仏教の行事が，同じ仏教

国においてはどのようになされているかを，その行なわ

れる空間の位置・空間内の人の配列でみたのが7－6

～9図である。台湾は道教であるが，法事がなされてい

るので加えた。台湾では外部にテントを張り，仏教国の

三国は日常的生活空間である居間でなされている。スリ

ランカでは，仏を祭るSHRINEの空間はあるが，毎日の

礼拝をするだけの狭い空間で，法事は居間でなされ，そ

の居間の広さを設計時にこの法事の時の人数を予想して

決定するとのことである。他の冠婚葬祭の行事も法事と

同様な空間使用である。常に用意しておくのは我が国だ

けである。
　現在，形式へのこだわりから平面型としては同じであ

っても，座敷に対する価値観は変化して来ており，その

使われ方は多様化するであろう。この多様化現象に対し

て「こうあるべきだ」とするのは，過去に見たように非

常に危険といえよう。
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7－7図 タイの法事の例（ウイラーシット・カンヤラクリト氏による）
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 8．夫婦寝室について

 　前掲の6－3図，6－4図において，夫婦寝室につい

 て見ると，ロスアンジェルスの平面図では，居間に匹敵

 する広い面積でSUITEの名称からもわかるように浴室

 とつながっている。一般に欧米では2階建住宅の場合，

 リビングルームの真上の一番広い寝室が夫婦の寝室にあ

 てられている。夫婦本位の家族で，住宅のなかでも夫婦

 のための寝室を重視していることを示している。これに

 比べ我が国の住宅の場合，どの部屋が夫婦寝室であるか

 判然としない。2階に和洋2室がとられているが，6帖

 と8帖とさほど広さにかわりなく，収納空間も十分では

 ない。たとえ8帖を夫婦寝室にしたとしてもベッドを入

 れると余裕がなく，寝る以外の行為を持ち込む事は不可

 能である。子供部屋は確保され，さらに最近ではそのあ

 たえ方まで活発に議論されているのに比べ，核家族の中

 心である夫婦の寝室についてはあまりにも無関心で，あ

 らかじめ夫婦寝室として計画されることはむしろ稀であ

 る。これは，夫婦寝室確保の要求がさほど強くないため

 である。

 　前章で見たように，続き間座敷の次の間に夫婦寝室が

 とられている。昼間はだんらんのはみだし行為に転用さ

 れる公的空間である。また，子供部屋にはノックして入

 るのに，夫婦寝室は襖で仕切られたプライバシーのない

 空間である。

 　このような就寝空間の不安定は，夫婦寝室を必要とす

 るような夫婦の関係がないことに原因している。このこ

 とが夫婦の就寝状態にあらわれている。8－1表，8－

 2表はそれぞれ福岡市近郊の分譲マンション及び建売住

 宅における末子年令別に見た就寝状態である。親子の分

 離就寝はどちらも12才（Ck）までには完了しているが，

 欧米に比べるとかなり遅いといえる。現在では住宅の狭

 さ，室数の不足による制約ではない。親子関係とくに母

 子関係の緊密さが，小学校低学年まで就寝分解を遅らせ

 ている原因である。夫婦関係より母子の絆が強いことを

 示している。さらに以前より「はなはだ日本的な」就寝

 形態といわれて来た夫婦の分離就寝が現在においても，

 1～2割という高い率で存在している。西山夘三氏によ

 って行なわれた昭和16年の住み方調査においては，5

 ～17.8％の割合で，また1949年から1967年にかけて鈴木

 成文氏によって実施された住み方調査において，10～23

 ％の高い分離寝があったことが報告されており，戦前戦

 後を通じて我が国の特徴的な就寝状態の一形態といえよ

 う。分離形態に二通りが見られ，分譲住宅では成長した

 家族とくに婦令50才以上の夫婦に多く，マンションでは

 鈴木氏の調査と同様，若い家族において夫と妻子が寝室

 を別にしている。「F（妻）が子供の面倒をみることを考

 えれば，M（夫）が出るのは当然である」と鈴木氏は述

 べているが，欧米の家族では決してみられない形態であ

 8－1表  末子年齢別にみた就寝状態
 福岡市近郊分諏マンション（4LDK）単位：例

 撒  規子分饒堕 混寝  計

 C。  7
 ■

 0  7

 Cb  1  12  7  20

 Ci  6  11  3  20

 Cj  10  7  4  21

 C■  12  1  3  16

 C。  9  0  2  11

 Co  6  0  2  8

 計  51  31  21  103

 凡例
 　C。：夫婦のみ
 　Cb：末子年齢3歳未満
 　C、：末子羊齢6繍
 　C。：末子年齢9歳未清
 　C。：末子年齢1嚇蹄
 　C、：末子年齢15歳未溝
 　C。：末子年齢15蘭ユ上

 8－2表　末子年齢別にみた就寝状態
 　　　　福岡市近郊建売り住宅  単位：例

 撒
 規子分鐵寝 混寝  計

 C。  9
 一

 7  16

 C6  2  18  2  22

 C1  8  9  2  19

 C’  14  7  3  24

 C■  21  4  4  29

 C。  15  0  3  18

 C■  35  0  5  40

 計  104  38  26  168

 る。

 　都市の中流階層にこのような就寝状態を一般化したの

 は明治時代ではなかろうか。先に見たように明治時代に

 は武士住宅を引き継いで，規模の大きい住宅では「主人

 の居室としての居間」と「主婦の居室としての居間」を

 持ち，それぞれの空間で生活がくり展げられていた。規

 模の小さい住宅では，座敷と茶の間がそれぞれの居間に

 あてられていた。これは明治政府が武家社会の行動規範

 であった儒教倫理に根ざした家族国家観を，国民の間に

 浸透させようとした強力な政策の反映である。また当時，

 士族，平民間の通婚により，身分階層相互の融合が行な

 われ，武士階級の生活様式が平民の間に浸透していたこ

 とも一般化につながった。「男女7歳にして席を同じうせ

 ず」と説く儒教道徳や恋愛緒婚を否定する武士階級の結

 婚観から，夫婦がなれなれしくすることを両親が嫌った
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 り，隣近所のてまえ，仲よくすることを夫婦自身が自制

 することが分離寝につながった。

 　儒教倫理の影響を強く受けている韓国の伝統的住宅に

 おいて，妻の居間寝室のある主屋と，夫の日常の居処室，

 寝室を持つ舎廊棟とを別棟にして，男女を隔離している

 のに類似した生活様式である。一方我が国の農村住宅に

 は，若夫婦の寝室としてナンド，ネビヤ等と呼ばれる空

 間がとられていた。転用性から複合機能の多い我が国の

 住宅空間の中で，珍しく単一機能で閉鎖的な空間であっ

 たが，兎も角夫婦寝室としてとられていたこの伝統も，

 都市住宅においては儒教倫理に根ざした生活様式によっ

 て消えうせて了った。

 　以上のように「男女の別」「夫婦の別」という思想が，

 夫婦分離寝という就寝形態をとらしめているのである。

 そうして妻の寝室に子供達も集中して就寝を行なってい

 た。明治期の小説には，この夫婦分離寝，妻と子供の集

 中就寝の状況がしばしば出て来るが，明治42年に発表さ

 れた夏目瀬石の『永日小品』の中の一編「泥棒」もその

 一例である。

 　「自分は今云う通り此の異様な声で，眼が賛めた。声

 　は慥かに妻の寝ている次の部屋から出る。……中略

 　　……所が開けて見ると，洋燈は例の如く点っている。

 　妻と子供は常の通り寝ている」
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 8－1図

 　8－1図は大正10年第1回改良住宅設計競技の4等2

 席当選案である。ドアーでつながってはいるが，主人寝

 室と主婦寝室をとっており分離就寝である。大正期にな

 ると，このような旧い生活様式を打破するぺく作られた

 西洋式直写住宅では，2階に夫婦寝室として十分広い面

 積をとり，椅子，テーブルを置き，或は化粧コーナーを

 設けている。

 　ただ，欧米では，夫婦の寝具はダブルベッドが普通で

 あるが，洋間化の当初からシングルベッド2台を使用す

 るものも多く見られ，日本的分離寝の習性によるものと

 いえよう。

 　また，折衷住宅において，居間が椅子化されると否応

 なしに機能分化して，夫婦の寝室をとっている例が見受

 けられる。その典型は「細目」を形象化した3－7図で

 ある。形だけで’も椅子化にするつもりで，床より一段高

 い板を張り夫婦の寝室として計画されている。しかし，

 このような就寝形態をとり，人道主義にもとづいた新し

 い感覚を持った夫婦は一握りにすぎなかった。一般的に

 は，夫婦（couple）という概念は育たず，それ故に夫婦寝

 室の確立もなされないままに現在に至っている。昭和50

 年代の半ば頃から，戦後っ子世代あるいはニューファミ

 リーと呼ばれる上の世代の人々とは価値観，生活態度の

 異なった家族が出現して来た。夫と妻との関係が対等に

 なったといわれている。しかし，「やさしい父親」が生ま

 れただけで，夫婦本位の家族ではなく，依然として子供

 中心の家族で先に見たような就寝状態である。

 　今後，夫－妻の結びつきが，家族の中の中心的な結び

 つきとなるならば，その結びつきを機能的に保証する夫

 婦部屋が当然要求されて来るであろう。しかもその空間

 は単なる寝室ではなく，「夫婦の居室としての居間」とし

 て要求され，緊張感から開放された休息の場であり，読

 書，書きもの，趣味活動の場ともなるであろう。

 9．予供部屋にっいて

 　最近子供部屋についていろいろな処で論じられてい

 る。子供をめぐるいろんな問題発生の根源として，子供

 部屋のあり方が深くかかわりあっていると認めるからで

 あろう。その結論として，個室としての子供部屋に対す

 る否定的な見方が多い。その見方にも巾があり，個室と

 しての子供部屋そのものを否定する見方から，現在の情

 況を否定する見方まである。この否定的な見方の根拠と

 して，様々な理由が挙げられているが，①家族コミュニ

 ケーションとしてのだんらん機能の低減，②子供同士（兄

 弟姉妹）のふれあいの低減，③子供の人格形成としての

 ハングリー精神の欠如や利己主義的傾向の醸成，④子供

 の蔓延的な非行化現象との関連等が主なものである。そ

 うしてこれらは「子供の子供部屋における閉じ籠り現象」

 の結果であると一様に指摘されている。この現象は，例

 えば登校拒否症児にみられるような排泄，入浴行為と食

 事行為以外には，子供部屋から出ないという極端な事例

 から，最近の調査でみられるように，子供部屋への持ち

 込み家具や生活道具の多様さから裏付けられている。こ

 うした「閉じ籠り現象」に対して，その対応策として種々

 の提案がなされているが，一様にフィジカル的で且つ短

 絡した対応策に終止している感がある。例えば「子供部

 屋に鍵をかけないこと」，「子供部屋の仕切りをドアより

 もふすま，障子にすること」，「子供部屋に自由に出入り

 すること」，「子供部屋の様子がほとんどわかること」，「子
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供の成長に応じて子供部屋のしつらえを変化できるこ

と」，「子供部屋ではなく，子供の場所やコーナーを」な

どである。こうしたフィジカル的対応策では，今日の閉

じ籠り現象の本質的な解決策には結びつかないことに問

題があるといえよう。

　もともと個室は，プライバシーなる近代的意識を前提

にして，私的な行為を営む場として成立した。住生活を

個別化するための空間ではなかった。ところが，「モノ」

の小型化とそのポータブル化が著しく進んだことから，

生活行為の中の中間的なレクリェーション行為までが数

多く，自己集中的で非透視型の個室の中で行なわれるよ

うになった。すなわち，本来プライベート化する必要の

全くない住生活行為が，適度に個室へ持ち込まれるよう

になった（プライベイティズム）。こうしたプライベイテ

ィズム化が，一旦住い方の行動様式として形成されると，

ますます個室に閉じ寵りがちとなり，その結果，否応な

しに家族のコミュニケーションに大きな影響を及ぽすの

である。このようなプライベイティズム現象は，我が国

の場合，近代住居の成立過程において，公私空間の使い

分け行動様式が成立しないままに個室化が行なわれたた

めである。この矛盾が子供部屋より顕在化したのである。

　かつて，家父長制のもとでは，子供は人格あるものとは

認められていなかった。従って大邸宅は別として，規模

の大きい住宅においても，子供部屋として計画されるこ

とはなかった。2－3図には，家族の寝間は一室しかな

い。どのような寝方がされていたのか想像もつかない。

9－1図は『建築世界』が行なった「第三回懸賞募集」

の一等当選案である。規模の大きい紳士邸で，婦人居間

が続き間で二室とられているにもかかわらず，子供部屋

は全くとられていない。恐らく子供は，婦人居間で生活

の全てを行なっていたと思われる。これだけの規模であり

ながら，子供部屋をとらなくても一等に選ばれているこ

とから，当時審査員も含めて，子供部屋を独立にとるこ

とは考慮外であった。なお，それを裏付けるのは，二等

案には隠居室（8帖）の隣に，丁度続き間座敷の次の間

の位置に子供室がとられており，三等案には隠居室兼子

供室として6帖の部屋がとられている（3－1図）。当時

子供室を設けた住宅を見ると，いずれも二，三等案のよ

うに，老人と同室か隣室に設けている。老人が子供のし

つけを含めて家庭教育を行なっていたためである。男女の

子供がいた場合，男子が隠居老人と寝，女子は主婦と寝

るのが一般的であった。

案圃募慮計鼓薬這喧郊士紳泉葬賞・懸回三節
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　9－2，9－3図は大正4年報知新聞社が行なったコ

ンペの一等・二等当選案である。設計条件に一家五人（夫

婦，子供，老人，女中）とあり，子供が一人いることに

なっている。現在ならば必ず性別，年齢を挙げているが，

当時は全てのコンペにおいてとr）あげていない。前図同

様，老人室の隣室に僅か三帖の部屋をとっただけである。

ところが，二，三等案さらに選外佳作案にも，子供部屋

を設けた案は一案もない。このコンペは560余の応募があ

り，まず清水仁三郎氏が予選を行ない，予選に入ったもの

の中から5人の名士の婦人が選択し，最後に清水氏，伊

東忠太氏，佐藤功一氏の三氏で選んだものである。5人

の賢婦人も，錚々たる建築家も，子供部屋に関しては全

くの無関心であった。

　大正中期に至って，暫く子供部屋へも関心がむけられ，

設けるべきであるとの主張が散見されるようになる。そ
の中で時期も早く，論理も秀れているのは張　菅雄氏の

論注である。

　「一．従来の我國住宅は主人に厚くして婦人子供に

　薄きが如し，是我國民性と家族主義との然らしむる

　所ならむも，苟も新時代の住宅はそが家庭の容器た

　るを自覚して，主人妻子平等に自由と権利とを與へ

　ざる可からず。」

　「一．今迄の住宅建築は，「子供」といふことを念頭

　に措かざりしが如く，一室又は数室の完全に子供に

　附興されたるものあらず，子供が「將来の自己」「小

　さき自己」にして，やがて重任を双肩に携ふて立つ

　を思はば，その教育も亦忽にすべからず。他の方面

　に於て少しの不自由を忍ぷも子供には充分厚かるべ

　し。」

　西洋風直写の住宅や寝室を椅子化した住宅では，ベッ

ドという家具のために，必然的に子供部屋を設けている。

しかし，当時子供部屋という概念は，不明確であったと

思われる。子供の居室としての子供部屋と，子供の勉強

行為を含んだ寝室としての子供部屋との概念があり，さ

らには上記の二つの部屋を総称して子供部屋としている

ものもあった。最も望ましい子供部屋は，先に見たよう

に子供の居室と寝室とをとった子供部屋であった（9－

4図）。「凡ての階級の模範」とされた3－7図に対する

説明にも，「居間と寝室とを兼ね」ることへの不満がうか

がえる。

　「児童室の位置はよいが，居間と寝室とを兼ねて，一

　部分の床を高くし，畳敷としたのは老人は知らず，

　児童室としては生活改善の主旨から云って不徹底で

　はなかろうか。それとも親心か，経費の節減か、問

　題に興味がある」注

注　張　菅雄，「我国將來の住宅建築」鐘築雑誌，大』1三6年
注　高橋仁編，「平和博文化村住宅設I汁図説」，人正11年
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9一一4図
「住宅」大正11年

能瀬久…郎「子供室のことども」より

　しかし，子供部屋を設けた住宅は，大規模の住宅か知

識階級の住宅など極く少数のものであった。大正デモク

ラシーも，子供部屋を要求するほどには成熟したもので

はなかった。9－5図は大正11年の桜ヶ丘住宅博覧会の
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「あめりか屋」出品作品であるが，当時最も進歩的であ

ることを自負していたにもかかわらず，子供部屋はとら

れていない。
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9－5図

　戦後子供部屋が優先して設けられるようになったの

は，歴史をみる限りでは極めて特異な現象といえよう。

しかも既に指摘されているように，寝室として与えたも

のではなく，勉強の場として与えられていることである。

我々の調査によっても，9才期においても「睡眠」は61.5

％しか子供部屋へ持ち込まれてはいない。親に子供部屋

が寝室としては意識されておらず，子供にそのような使

い方を許容しているからである。最近「子供部屋の調査」

を留学生に対して行なったところ，「children　room」なる

言葉は通じず，やはり「children bedroom」であって，

子供部屋の概念は子供のベッドの置かれている部屋であ

り，寝るための部屋である。

　一旦子供部屋が与えられると，公私の使い分けルール

がなく，しかも子供の自立性が未確立な状態な時期に与

えられていることから，子供が成長していく過程の中で，

益々行為の持ち込みが多くなり，その結果プライベイテ

ィズム現象が形成されている。これを考察するには，住

文化論的な視点が必要である注。

　結論的に云えば，子供部屋は与えるべきで，その「与

注益田・竹下・江上・青木，「子ども部屋に関する住文化論的考
　察その1・2・3・4」，建築学会大会梗概集，昭和59・60
　年

え方」と「過ごさせ方」が問題といえよう。今後議論を

深めたい。

10． 公私領域構成について

　我が国住宅の発展・変化は、人間関係を反映した領域

構成の発展・変化でもあった。住宅である以上、家族関

係が最も領域構成にかかわっているのは当然であるが、

「人間のすまい」の特徴ともいえる来客が、その領域構

成に大きくかかわっていたのが我が国住宅の独自性であ

る。

　中流以上の武士住宅では、客の領域と家族の生活領域

とは明確に区別され、さらに家族の生活領域内では、父

と母・子供と召使とは日常生活空間を異にする領域区分

が行なわれていた。

　この形態を受け継いだ明治初期の都市中流住宅を、家

族生活重視の考えから客の領域と家族の領域を重ねなが

ら、すなわち座敷は父が使い、次の間は母・子供が使う

ことから始まり、領域の重なりを許し、なおかつ客と家

族と女中との動線を、試行錯誤の上矛盾なく解決したの

が中廊下型住宅であった。すなわち、客と家族との領域

を重ねることによって、日常的接客は勿論、非日常的多

人数接客にも対応出来、或る家族には家父長的権威を保

つ生活も可能であり、また新しい家族思想による一家だ

んらんの生活も送れる融通のきく万人向けの領域構成で

あった。

　これに対し西洋直写型住宅はアメリカ住宅の模倣が多

く、一階が公室で二階が私室という極めて明快な領域区

分であった。移入当初には女中室、書斎などの私室も二

階にとった例が見受けられる。しかしこのような平面構

成は、当時の人間関係のもとでは満足な生活が送れな

かった。まず接客について問題があった。接客空間がな

いため、LIVING　ROOMに相当する空間を、「客室」と

名付けて平面図に書き込みが行なわれている。この「客

室」は食事室と連結しており、当時の生活習慣では、す

なわち多くの客は主人の客であり、通過儀礼の儀式とし

ての客であって、家族成員の中にとけこめる客ではな

かったことから、誠に不都合な「客室」であった。この

矛盾を克服するべく接客空間として応接間がとられ、さ

らには私室である書斎と兼用され、明快な領域区分は崩

れて了った。後には女中室は勿論、夫婦寝室を一階に設

けたものすら見られる。

　このような公私領域の暖味さは、折衷式住宅特に居間

中心型平面において一層顕著であった。先に見たように

「細目」において、共用室と専用室とに分ける概念は示

しているものの、各室をふり分けただけで平面構成上の

領域区分の考えはなかった。居間を中心にして共用室を

集めて一団とし、専用室すなわち私室は、「随従的な位置」

に置くことであった。遂には昭和期に入り、居間を中心
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 として左右に寝室をとる形が常識化するのである。中に

 は夫婦寝室を玄関脇に設けた平面も出現している。

 　このような領域構成の暖味さは、今迄特に議論される

 こともなく現在に至っており、我が国住宅の特徴となっ

 ている。建売住宅は勿論、住宅作家といわれる建築家の

 設計した住宅においても極めて腰味なものか多い。

 　10－1～3図は、平面計画上制約の大きい高層集合住
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 10－3図　台湾・国民住宅

 宅の平面図である。いずれもその国の平均的な平面で特

 殊なものではないるアメリカ・台湾の平面は公私の領域

 区分が明確なのに村し、我が国の平面は、居間中心の平

 面と軌を一にするもので、領域構成が暖味である。独立

 住宅では我が国の場含、多くは接客空間が加わることか

 ら一層暖味となっている。

 　10－4図は1－7図が原型で、戦後台湾人が入居し40

 年を経た現在の状況である。公私の生活領域を明確に区

 分して使用されている。玄関ホールは農村部の三合院住

 居の正廰にみたてて、その正面には祖先を祭り、北面4.5

 帖居室は板張に変更して応接セットを備えた客庁に、茶

 の間が食庁に使用されている。ただし台所が狭かったた

 め増築がなされており、この土間にもテーブル・イスが

 置かれ食事が行なわれている。一方続き間は，座敷が主

 寝室にあてられ、床の間には洋タンスが置かれ、次の間

 は老人（母親）室で化粧台、机が持ち込まれている。さ

 らに、この続きの間の南面に子供の寝室が2室増築され

 ており、縁側とはカーテンで間仕切っている。そうして寝

 室のプライバシーを高めるため、建具は全て板戸に取り

 換えられ、座敷と次の間との間の欄間は紙でふさがれて

 いる。また南庭部分には、物置、山羊小屋、鶏小屋が建

 てられるなど裏庭と化している。

 　私室を寝室として確保して行くならば、我が国の場合

 でも必然的に公私領域区分に向かうであろう。
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 　おわりに

 　明治期以降、我が国の都市中流住宅は大きな変貌を遂

 げた。その契機は生活の矛盾が意識され、その矛盾を長

 年月にわたって次々と克服して来たのが現在の住宅であ

 る。この間、終始問題とされながら今だに決着のついて

 いないのが起居様式と接客様式との問題である。この二

 つの大きな問題に更に加えるとすればプライバシーの問

 題である。また、克服の方法としては先に見たように二

 通りあった。庶民自らが矛盾を解決したものと建築家の
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 手による解決とである。前者においては、生活上の矛盾

 として克服されて来た。最も基本的なものは、人間関係

 にかかわる矛盾である。空間内でくりひろげられている

 生活行為が、人間関係の面から矛盾を意識することに

 よって、その空間は変革されて来た。家族本位を重視す

 る意識の変化が接客本位の空間を変革し、中廊下型住宅

 を成立させたのである。勿論、物理的・生理的な矛盾の

 克服や、設備の充実などハードな面の進歩によって変化

 を促進することはあるが、基本となるものは人間関係に

 関する意識の変化である。ただ、意識の変化が直に空間

 の変化に結びつくとは限らない。その空間の使い方が変

 化し、新たな矛盾を生んで行くことも多い。続き間座敷

 の次の間がその典型的な例である。後者の建築家の手に

 よる矛盾の解決は背のびしたものが多く、庶民の生活と

 のずれが大きく、その時点では失敗した例が多いといえ

 よう。その典型例は大正時代の西洋直写住宅であり、平

 和博の折衷式住宅である。これらの住宅だけではなく、

 歴史を通じて常に手本として来たものはアメリカの住宅

 であった。岸田日出刀氏は大正末期、住宅だけではなく、

 ホテル、事務所までアメリカー辺倒に憤激し次のような

 一文を書かれている注。

 　「建築に於ける排米を世の建築家にすすめたい。あ

 　ちらにもこちらにも澤山アメリカニズムの建築が日

 　本晴れの空に聳えてゐる。そういふものを建てる建

 　築家をみんな坑にしなければほんとうの日本の建築

 　は出來ない。新興の帝都をアメリカニズムの建築で

 　填められたらそれこそ耐ったものではない。心ある

 　人は目を被はなければ街を行くことはしないだら

 　う。建築家はアメリカを全然知る必要はない。－

 　すべての点に於て。知れば知る程害になる。アメリ

 　カは金の國だ，美の國ではない。

 　物質萬能の國に精神的のものを求めやうとしても

 　それは魚を釣りに木に登る以上の愚だ、ダンスをし

 　て暮すアメリカの建築家達に力強い精神的なものを

 　求めようとする方がまちがひなのだ、でも又新帝都

 　にアメリカニズムの建築の立ち並ぷことだらう、そ

 　れをどうすることも出來ないとは災だ。」

 　最も個人主義が発達し家族関係が我が国と異るアメリ

 カを手本とする以上、ずれが生じるのは当然であった。

 現在においても、ファミリールームの移入などアメリカ

 住宅が手本とされている。ただ戦後の社会変革に伴う家

 族関係の近代化により、そのずれが大正時代に比べて遥

 かに縮ったといえるであろう。しかし、これは平均的に

 いえることであって、社会変動が急激で大きかっただけ

 に、家族に関する意識も巾広い段階の意識が共存してい

 るのが現状である。

 注　岸田日出刀、「醜きもの，美しきもの」，中央建築
 2巻7号，大正13年

 　「家」制度は法律上では一掃されたが、ワンマン亭主

 は存在し、男女不平等の差別が消えてはいない家庭もあ

 る。「おしん」の世代もあり、マイホーム主義の家庭もあ

 り、さらには優しい父親のいる戦後の子世代のニュー

 ファミリーもある。

 　住宅も種々の段階の平面型が重層的に現存している。

 中廊下型平面の生成過程の住宅から、三類型の住宅型は

 勿論、それらが融合した平面型まで雑多な平面型がみら

 れる。最近、住宅型の地方性について種々論じられてい

 るが、時にその地方の農村住宅の影響がみられる平面型

 はあっても、大抵は発達段階の差によるものである。こ

 の差を地方的差と誤認されているものが多い。歴史性を

 無視して現在という断面だけでとらえたことによる誤り

 である。さかのぽるにしてもせいぜい戦後までである。

 戦争という発展の歴史の断絶が、あまりにも長かったの

 が災いして、戦争以前の歴史が等閑視されている。

 　兎も角、これほど種々の発展段階の差のある住宅が、

 重層的に現存している国は殆どないといえよう。従って、

 住様式を問題にする場合、どの段階の住宅についてであ

 るかをまず明確にしておく必要がある。それぞれの段階

 の住宅は、それぞれの矛盾・問題点をもっているからで

 ある。一律に扱うとすでに見たように押しつけの誤りを

 侵すことになるであろう。ただ、発展の方向として一般

 的に言えることは、現状では一歩一歩アメリカ住宅へ近

 づいて行くだけといえよう。少なくとも家族関係の変化、

 －最近の家族の崩壊現象も－それに対応した空間

 についても、未だにアメリカが先輩である。続き間座敷

 の嗜好が何時までも続くとは考えられない。やがて日本

 住宅の象徴として一ツ間座敷を残す時代が到来し、これ

 もその中消えて行くのであろうか。このようなアメリカ

 化に対し、建築家は今後とも従来通り手を貸すべきであ

 ろうか。少なくとも単なる模倣に手を貸すのではなく、

 独自の提案がなされるべきである。かって、彼我の長所

 をとって折衷式住宅を作るといわれたが，彼の長所を

 とっただけで、我の長所とは何なのかを述べられたこと

 はなかった。僅かに戦争中、苦しまぎれに空間の転用性

 が唱えられたにすぎなかった。現在今一度、我が国住宅

 の特質・長所は何なのか、あるのかないのかを問うてみ

 る必要がある。
 　以上は研究室の諸氏との共同研究の成果によるもので

 ある。特に、竹下、宮崎、岡、川島、益田、河野、京極

 の諸氏に負うところが大きい。
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